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平成２０年第１回訓子府町議会定例会会議録 
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第５  議案第 ２号 平成１９年度訓子府町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから、平成２０年第１回訓子府町議会定例会を開会いたします。 

 本日の出欠を報告いたします。本日は、全議員の出席であります。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりであります。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（橋本憲治君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（小野良次君） 本定例会の説明員並びに閉会中の動向につきましては、

印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、本定例会に町長から提出されております案件につきましては、議案が２５件、そ

の他、報告が４件、ほかに議案番号はありませんが、所管事務調査について１件がありま

す。 

 以上であります。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（橋本憲治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、２番、西山由美

子君、３番、上原豊茂君、４番、河端芳惠君、５番、工藤弘喜君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（橋本憲治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から３月２４日までの１４日間といたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１４日間と決定いたしました。 

 

    ◎行政報告 

○議長（橋本憲治君） 日程第３、菊池町長から行政報告がありますので、この際発言を

許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま、議長のお許しをいただきましたので行政報告に先立ち
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まして、本定例会招集のご挨拶を申し上げます。 

 平成２０年第１回定例町議会を招集申し上げましたところ、本日全員のご出席をいただ

き厚くお礼申し上げます。 

 さて、本定例会に提案しています概要を申し述べまして、ご理解を賜りたいと存じます。 

 最初に、平成１９年度各会計補正予算案についてでありますが、一般会計の主なものと

しまして、議会費では、故松浦議員に関する人件費に関する部分の減額補正であります。 

総務費では、財政調整基金や社会資本基金などへの積立金の追加補正のほか、一般管理

費の補助事業への振り向けや選挙費の精算などによる減額補正でございます。 

民生費では、国民健康保険特別会計や老人保健特別会計への繰出金の追加補正のほか、

介護保険特別会計への繰出金や各種事業の減額補正でございます。 

また、衛生費では、老人保健特別会計への繰出金の追加補正のほか、後期高齢者医療事

務のシステム開発費用や各種健康診査の委託料など、さらに、塵芥処理費やし尿処理費の

減額補正でございます。 

農林水産業費では、畜産振興事業や農業基盤整備事業負担金、下水道事業特別会計繰出

金などの減額補正でございます。 

土木費では、融雪期の河川氾濫を防ぐ氷割り作業の費用を追加補正するほか、補助事業

の事業調整及び交通安全対策事業や公営住宅整備事業などの執行残による減額補正でござ

います。 

消防費では、北見地区消防組合負担金などの減額補正でございます。 

教育費では、教育施設の燃料費の追加補正のほか、訓子府高等学校教育振興会議補助金

やスクールバス運行事業、学校教育や社会教育の各種事業及び施設管理事業などの減額補

正でございます。 

これら一般会計の事務事業などの決算見込みを行った結果、一般会計で３，２２９万３，

０００円の追加補正をさせていただいているところでございます。 

次に、特別会計及び事業会計についてですが、最初に国民健康保険事業特別会計につき

ましては、医療給付費などの追加のほか、電算システムや保険財政協同安定事業拠出金な

どの減額補正を。 

老人保健特別会計については、医療給付費や高額医療費などの減額補正を。 

介護保険事業特別会計においては、一般会計への繰出金や基金積立金の追加のほか、各

種介護及び介護予防のサービス費などの減額補正を提案させていただいております。 

下水道事業特別会計につきましては、下水道事業の管理費及び個別排水処理施設整備事

業などの減額の補正を。 

水道事業会計につきましては、企業債の繰上償還金の追加のほか、修繕費や工事請負費

などの減額補正を提案させていただいております。 

次に、平成２０年度の各会計予算についてですが、一般会計をはじめ、５つの特別会計

及び水道事業会計につきましては、別冊の予算書案として提案させていただいております。 

各会計ともに、住民サービスの維持に配慮しながらも、内部経費の圧縮などを行い、近

年の厳しい財政状況の中での緊縮予算となっておりますけれども、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

次に、条例の制定ですが、目まぐるしく変わる福祉制度関連で、後期高齢者制度の実施
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に伴う「訓子府町後期高齢者医療に関する条例」の制定、介護保険法などの改正に伴う「訓

子府町介護保険条例」の一部改正、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴う「訓子

府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例」の制定を提案させて

いただいております。 

また、育児休業法の改正に伴う「職員の育児休業等に関する条例」「職員の勤務時間、休

暇等に関する条例」「職員の給与に関する条例」の３本の関連条例の改正を。 

さらに、特色あるふるさとづくりに資することを目的とした「訓子府町ふるさとおもい

やり寄付条例」の制定を。 

地方税法の改正に伴う「町税条例」の改正、中の沢地域集会所の譲渡に伴う「訓子府町

地域集会所設置条例」の改正と同時に、同施設の福野実践会に無償譲渡する事の提案をさ

せていただいております。 

今回は、補正予算と新年度予算のほかに、条例が１１本と全部で１５０ページにも及ぶ

議案書となりましたが、詳細につきましては、担当の課長等から説明させますので、ご審

議を賜りますようお願いを申し上げ、本定例会招集のご挨拶といたします。 

 引き続きまして、お手元に配付させていただいております行政報告を申し上げます。 

今回の行政報告は３本の行政報告でございます。 

１点目は北海道ちほく高原鉄道株式会社の清算についてでございます。 

２点目は寄贈車両の譲渡についてでございます。 

３点目は福祉灯油助成制度の実施についてでございます。   

最初に、北海道ちほく高原鉄道株式会社の清算につきまして、報告をさせていただきま

す。北海道ちほく高原鉄道株式会社の清算につきましては、平成１８年６月に行った会社

解散の決議後、順調に事務が進められ、予定としては、３月１５日に開催される臨時株主

総会をもって、清算結了となる見込みとなりましたので、これまでに行われた残余財産の

分配状況について、ご報告させていただきます。 

残余財産の分配金につきましては、一株５万円の額面に対し、４万８，２５２円の分配

となっており、１月２２日に全株主への分配が完了したとの報告を受けております。 

本町分につきましては、持ち株が４８９株ですので、２，３５９万５，２２８円が分配さ

れ、１月１５日に収入処理を行ったところであります。 

 これに係る関係予算の補正につきましては、本定例会に提案をさせていただいておりま

すが、会社設立に当たり、議員の皆様をはじめ農協や商工業者等の多くの皆さんにご出資

をいただき、また、これまで、町内外の多くの皆さんのご支援をいただいてきたところで

すが、３月１５日の臨時株主総会における決算報告の承認をもって、会社清算の全ての処

理を終えることになります。 

 明治４４年、旧国鉄網走本線に始まり、昭和３６年には池北線として、北海道の開拓や

経済発展に大きく貢献し、町民の最も身近な交通機関である鉄道を平成元年に引き継いだ

北海道唯一の第三セクター鉄道「ふるさと銀河線」。これを運営するという重責を担ってき

た北海道ちほく高原鉄道株式会社の清算事務を複雑な想いの中で進めてこられたであろう

社員の方々をはじめとする関係者の皆様、さらには、これまで陰に陽にご理解とご協力を

いただいた町議会議員の皆様をはじめ、関係する団体・組織、町民の皆様に改めて感謝申

し上げるとともに、代替交通機関であるバスの永続的な運行とこれからの高齢化社会に対
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応した交通手段の確保に、最大限、努力していくことをお誓い申し上げ、北海道ちほく高

原鉄道株式会社の清算状況についてのご報告とさせていただきます。 

２点目の寄贈車両の譲与についてでございます。町に寄贈された消防用車両について、

北見地区消防組合へ譲与したことをご報告申し上げます。 

 昨年９月２６日に大町の坂井悠紀様から藍綬
らんじゅ

褒章
ほうしょう

の受章を記念し、１５人乗り大型ワゴ

ン車が町に寄贈されました。 

 寄贈された車両につきましては、消防専用色塗装を施し、散光式警光
さんこうしきけいこう

灯
とう

や電子サイレン

アンプ、消防用無線機などの特殊装備を備えたもので、寄付者のご意志にもとづき、納車

日である１２月２２日に町から北見地区消防組合へ譲与いたしました。 

 寄付者の長年にわたる消防団活動へのご尽力並びにご好意に深く感謝申し上げるととも

に、本人のご意志に報いるため、訓子府町内の消防体制に万全を期していく所存でござい

ます。 

 なお、この車両につきましては、寄付者への感謝の意を含め「さかい号」と命名し、訓

子府消防団の団員輸送車両として町民の生命と安全を守るため、消防・防火活動に活用さ

せていただきます。 

 ３点目の福祉灯油助成制度の実施についてでございます。 

冬期間の暖房に使用する灯油代の高騰に対処するため、所得の低い高齢者、障がい者、

ひとり親家庭などに対して暖房費の一部を助成する「福祉灯油助成制度」を実施させてい

ただきました。 

助成金額は１世帯９,０００円とわずかな金額ではありますが､昨年の第４回定例町議会

において補正予算としてお認めをいただき、１月７日の受付開始から２月２９日までに３

２０件の申請があり、このうち要件に該当する２６８件に総額２４１万２，０００円の助

成を実施しております。 

今回の措置は灯油価格の高騰を受けての応急的な対応ではありますけれども､本町にお

きましては、生活保護世帯なども対象にするなど､他市町村に比較しても充実した内容で実

施をできたものと考えております。 

今後も町民の皆様が安心した生活を送ることができるよう柔軟な福祉施策の実施に努め

てまいりますのでご理解を賜りますようお願いを申し上げまして、福祉灯油助成制度実施

の報告と行政報告にさせていただきます。  

○議長（橋本憲治君） ただいまの行政報告に対しまして、若干の質疑をすることを許し

ます。質疑は１人２回に制限いたします。ご質疑ありませんか。 

４番、河端芳惠君。 

○４番（河端芳惠君） ４番、河端です。福祉灯油助成制度についてお伺いいたします。 

今、町長のほうから報告がありましたが、１２月の定例会で町長は１００％の対象者に

助成を受けられるように努力したいとお話されておりましたが、今回出足が鈍く担当者も

大変ご苦労されたようですが、どのような方法で周知したのか。また、申請したが対象に

ならなかった世帯が今の５２件あったようにお聞きしますが、北見では対象される方に申

請書を同封してお知らせしておりました。他の市町村でも申請数が少なくて大変苦慮され

ていたようですが、網走と津別では途中で申請書を同封するなどして再度案内分を送付し

たようですが、訓子府ではなぜできなかったのか。これらの対象が少なかった、申請者が
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少なかったというこれらのことをどのように反省して、今後どのようにしていくのかお伺

いします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま行政報告の福祉灯油についてのご質問をいただきました。

私は１２月の定例議会において予算はこちらが対象と認定できる最大限というか１００％

の対象者をとした予算付けを一人９千円の灯油費助成費に対して、４００万円ほどの予算

措置のご了解をいただいたところでございます。ご存知の通り、私共はチラシ・新聞等の

掲載・チラシの折り込みはもちろんそうですけれども、各町内会会長・実践会会長、そし

てまた民生委員長のご理解をいただいて、お力添えをいただいて、対象者と思われる方々

に周知徹底し広報活動に最善の努力をしてきたのが私自身の実感でございます。今、ご指

摘にございました対象者に対して申請書を送った町村があるということでございます。こ

れらについては、網走・津別等では案内文を送ったと、そういう点では私共が６０％の申

請者の数が多いか少ないかと言うのは判断のいろいろあるのでございますけれども、反省

はないのかということでございます。制度上の様々な課題を現在私自身はこの事業を通じ

て抱えているというふうに認識しております。地方税法の第２２条「税で知り得た情報等

を職員は自治体職員間といえども、それを漏洩することはできない」という定めがござい

ます。これは禁固２年以下の刑と３０万円以下の罰金ということの非常に重たいものがご

ざいます。即ち、税情報というのは一定の所得水準の低い方を絞り込む、そして対象者に

対してそれを自治体がそれを発送する、文書で周知するということに対する考え方に対し

ては、情報公開や保護条例を上回る地方税法上の法制上の厳しい規制があるというのがご

ざいます。私共は、私としてはと言った方が良いのでしょう。福祉施策を実施する上で最

善の努力をしつつもその部分の了解と言いましょうか、解釈が明らかではない以上はもう

一歩踏み出すということは非常に厳しいものがあるというふうに理解して職員にも指示し

ているところでございます。ですから近隣の北見や津別や網走がそのようにしたというこ

とは、それを乗り越えておそらく市町村長がそういう決断をしたと思われますけれども、

私自身はそれらについては、思いとどまったというのが実態でございます。反省というよ

りは法令や制度を含めた解釈をどのように北海道や地方自治体がこれからしていくのかと

いう一つの課題を突き付けられたというふうに理解するのが私は正しいという認識に立っ

ているところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかご質疑ございませんか。 

７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） ７番、佐藤です。ちほく高原鉄道の清算の残余金の処理について

伺いますけれども、２，３００数万円のお金、これは今後の運用について伺いたいと思い

ます。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 会社から交付のありました１月１５日に町の方で収入を

受けたものにつきましては、今回の補正予算でも提案させていただいておりますけれども

財政調整基金の方に積み立てをさせていただくということで考えてございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（橋本憲治君） なければ、以上をもって行政報告を終了いたします。 

 

 

    ◎議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号 

○議長（橋本憲治君） この際、日程第４、議案第１号、日程第５、議案第２号、日程第

６、議案第３号、日程第７、議案第４号、日程第８、議案第５号、日程第９、議案第６号

は、関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案第１号 平成１９年度訓子府町一般会計補正予算（第

８号）の説明を申し上げます。議案書の１ページでございます。 

 今回の補正は、第１条にありますように３，２２９万３，０００円を追加し、歳入歳出

それぞれ４３億５，３９０万９，０００円とするものでございます。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、２ページ以降のとおりであります

が、これについてはご覧をいただくこととし、後ほど、５ページ以降の事項別明細書によ

り、その内容を説明させていただきます。 

 第２表は、翌年度に予算を繰り越して使用することができる繰越明許費について、第３

表では、地方債の補正について定めており、それぞれ第２表及び第３表により説明をさせ

ていただきます。 

４ページをご覧いただきたいと思います。４ページ上の表は、第２表、繰越明許費でご

ざいます。 

これは、昨年１２月の第４回定例町議会で補正させていただいた、公社営畜産担い手育

成総合整備事業のうち、冬季工事では支障が出るバンカーサイロ底部コンクリート打ちに

係る事業費予算１，３５６万８，０００円を翌年に繰り越して執行しようとするものであ

ります。 

 次に、下の表は、第３表、地方債補正の表でございます。このうち、下から３項目目に

あります「持続的農業・農村づくり促進対策事業」につきましては、道営畑総事業に係る

地方債でありますが、これについては交付税措置のない道の貸付金でありますので、将来

の実質公債費比率等の、財政指数の悪化を抑制する観点から、借り入れを取りやめるもの

であります。また、同様の理由で一番下にあります公営住宅建設事業についても借り入れ

を取りやめるものであります。 

これ以外の６件の起債につきましては、事業費の確定等に伴い、限度額を変更しようと

するものでありますので、ご覧をいただくこととし、説明は省略させていただきます。 

次に、５ページからは、事項別明細書になります。 

主な補正の内容につきましては、時期も年度末になりましたことから、大部分は、事務

事業の実績あるいは精算による増減で、いわゆる整理予算でありますので、特徴的なもの

のみ説明をさせていただきたいと存じます。 

 特に歳入については、説明欄の記述で歳出の補正予算見合いであることが分かるもの、

あるいは、単なる決算見込みによるものなどについては、説明を省略させていただきます

ので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 
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まず、歳入では、１款、町税のうち、１項、１目の町民税、個人分で１，６３９万９，

０００円を減額しております。これは、農業所得の落ち込みが予想以上に大きかったこと

によるものであります。 

 また、法人分については、決算見込額を基に２２７万６，０００円を追加してございま

す。 

 次に、８款、地方特例交付金の２項、１目、特別交付金につきましては、恒久減税の廃

止に伴う激変緩和措置として新たに計上したものでありましたが、予算見積もりに使用し

た、国の仮試算値が最終的な地方財政計画の数値と異なることとなったため、決算見込額

を基に５４２万８，０００円を減額するものであります。 

 次に、９款、地方交付税で、普通交付税を８，１３５万８，０００円、追加してござい

ます。 

これについては、普通交付税の実績により、全額を歳入予算に計上するものでございま

す。 

 次に、１１款、１項、１目、農林水産業費分担金１，０５２万６，０００円の減額につ

きましては、３地区の道営畑総事業費の確定に伴い面工事分の受益者分担金を補正するも

のでありますが、これについては地区間の事業調整があったことから大きく増減している

ものでございます。 

 次に、６ページにまいりまして、上から３項目目、２項、１目、民生費負担金の２節に

あります、常設保育所利用者負担金につきましては、園児数の減等によるものであり、決

算見込額を基に減額補正しているものでございます。 

次、１２款の使用料及び手数料につきましては、実績や決算見込みにより予算補正する

ものでありますが、そのうち、７目、教育使用料の３節にあります、保健体育使用料につ

きましては、温水プールの使用料が、当初予算の２６０万円に対し３０２万８，０００円

で、４２万８，０００円の増となっておりますが、逆に、パークゴルフ場が当初予算３３

５万１，０００円に対して、２４４万１，０００円で９１万円の減となっており、その差

額４８万２，０００円を減額するものであります。 

また、２項、２目の衛生手数料では、廃棄物処理手数料を３７０万円減額してございま

すが、これにつきましては、生ゴミ、燃やすゴミ、埋めるゴミなど総体的に減額となって

いるものであり、連動して、衛生費の塵芥処理事業でも減額補正しております。 

 次に、１３款、国庫支出金にまいりまして、１項、１目、民生費国庫負担金の１節、社

会福祉費負担金の障害者福祉費負担金６７４万円の減額につきましては、１４ページの歳

出、民生費の一番下にあります経費区分１０の自立支援サービス事業に対応しているもの

であります。また、これに連動して、７ページの１４款、道支出金の１項、１目、民生費

道負担金の１節、社会福祉費負担金の障害者福祉費負担金２９１万円を減額してございま

す。 

次、７ページの上から４項目目にあります、７節の保険基盤安定負担金につきましては、

国民健康保険事業の保険者支援分の国庫負担金が確定したことによるものでございます。 

 次に、２目、衛生費国庫負担金の保健事業負担金につきましては、町民健康診査等に対

する補助であり、事業費の確定等に伴い３５万２，０００円を減額しております。また、

これに連動して８ページの衛生費道負担金でも同額を減額しております。 
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次に、７ページの中ほどにあります２項、国庫補助金の１目、民生費国庫補助金の１節、

社会福祉費補助金の障害者福祉費補助金５９万４，０００円の減につきましては、１５ペ

ージの歳出、民生費の社会福祉総務費で減額する経費区分１１の地域生活支援事業の利用

減少等によるものであります。 

７ページに戻り、２節、児童福祉費補助金の次世代育成支援対策交付金につきましては、

へき地保育所の運営等に対する補助でありますが、その補助基準額が嵩
かさ

上げされたことに

伴い１１４万６，０００円を追加するものであります。 

次に、３目、衛生費国庫補助金２９７万３，０００円の追加につきましては、歳出の４

款、衛生費でも減額補正が出てまいりますが、後期高齢者医療電算システム開発業務委託

料に対する補助金でありまして、そのうち後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金につ

いては、国庫の補助基準額が嵩
かさ

上げされたことにより２０２万８，０００円を追加するも

のであり、その下の後期高齢者医療制度円滑導入事業費補助金９４万５，０００円につい

ては、制度凍結分の電算システム改修費分として、新たに１００％の額が交付されるもの

でございます。 

次に、４目、土木費国庫補助金の公営住宅整備事業費補助金１９２万１，０００円の追

加につきましては、歳出の住宅建設費で減額補正しております末広団地公営住宅整備の実

施設計等に係る補助であり、国からの交付金が追加されたほか、一般財源化されていない

平成１８年度建設分住宅に係る家賃収入補助金が加算交付されるものであります。 

次に、５目、消防費国庫補助金の住宅・建築物耐震改修等事業費補助金につきましては、

歳出の消防費で減額補正しております消防庁舎耐震診断業務に係る補助金であり、事業費

の減と補助限度額との関係で、５２万１，０００円を減額してございます。 

次に、８ページにまいりまして、上から３項目目、１４款、１項、１目、民生費道負担

金の６節になりますが、保険基盤安定負担金で３１５万７，０００円を追加しております

のは、国民健康保険事業の保険税軽減分と保険者支援分の道費負担額が確定したことによ

るものでございます。 

次に、２項、道補助金にまいりまして、１目、総務費道補助金の森林環境保全整備事業

補助金１１０万２，０００円の追加につきましては、町有林の特殊地拵
ちこしらえ

に係る補助金の確

定による補正でございます。 

次に、２目、民生費道補助金の１節、社会福祉費補助金の１つ目、重度心身障害者医療

費補助金１５７万２，０００円の減につきましては、１０ページの中ほどにあります雑入

の２項目目にあります重度心身障害者医療費高額療養費として２０８万１，０００円が発

生したことが主たる減額要因となっているものでございます。 

８ページに戻り、先ほどの社会福祉費補助金の３項目にあります障害者福祉費補助金６

２万２，０００円の減につきましては、歳出の１５ページ、民生費の経費区分１１の地域

生活支援事業やその下の障害者自立支援特別対策事業の減に対応しているものでございま

す。 

また、８ページに戻ります。２節、児童福祉費補助金の３項目目にあります放課後児童

対策事業補助金６８万２，０００円の追加につきましては、児童生活館の運営費に対する

補助基準額の変更により増額となったものでございます。 

次に、３目、農林水産業費道補助金の１節、農業費補助金の２項目目にあります生産調
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整円滑化推進事業費補助金５５万円の減につきましては、米の生産調整に係る事務費補助

が廃止されたため、全額を減額するものでありますが、これに伴いまして、１８ページの

歳出、３項、農業振興費の一番上、経費区分１にありますように、同事業分の予算を同額、

減額補正してございます。ここと連動しているということでございます。 

８ページに戻ります。２節、林業費補助金の２１世紀北の森づくり推進事業費補助金に

つきましては、民有林の人工造林に対する道単独の補助でありますが、当初、北海道森林

組合連合会を経由して交付される見込みであったため、１０ページ、諸収入の５項、２目、

森林整備推進交付金に、２１世紀北の森づくり推進事業交付金として２１８万８，０００

円を計上していたところですが、最終的に道補助金として交付されることになったため、

歳入科目の組み替えを行うというものであります。なお、追加する２２８万２，０００円

につきましては、補助金の確定額での計上であり、若干、増額となっております。 

 また、８ページに戻ります。一番下にある１５款、財産収入の町有住宅貸付料５９万円

の減額につきましては、教員住宅や町職員住宅の使用料でございます。年度中途に５件の

退居があったことなどが要因となってございます。 

 次、９ページにまいります。２項、１目の生産物売払収入で、特に町有林分が大きく追

加となってございます。これにつきましては８月１０日の第２回臨時町議会で林産物売り

払いの議決をいただいたものを含め、予算を大きく上回る高値で売却できたことによるも

のでございます。 

 次に、その下の２目、不動産売払収入の１節、土地売払収入の町有地売払収入３３万１，

０００円につきましては、不要となった法定外公共物、旧河川敷地や号線敷地になります

が、この売払４件分の計上でございます。 

 また、２節、構築物売払収入１，４６７万７，０００円の減額につきましては、昨年１

２月の定例町議会で予算補正しました公社営畜産担い手育成総合整備事業の事業費が確定

したことによる畜舎等売払収入の減でございます。 

 その下の４目、出資金返還金にあります北海道ちほく高原鉄道株式会社出資金返還金に

つきましては、町長からの行政報告にもありましたように、会社清算に伴う残余財産の配

分金として、２，３５９万６，０００円を計上するものであり、その全額を財政調整基金

に積み立てることにしてございます。 

 次に、１６款、寄付金にまいりまして、１項、３目の民生費寄付金については、１月１

５日に町民の方から福祉のためにといただいた寄付金を追加計上するものであり、これに

つきましては、全額を社会資本整備基金に積み立てることにしてございます。 

 また、４目の教育費寄付金１４万円の追加につきましては、図書購入のための寄付であ

りますので、同額を２２ページの一番下にあります図書館費の備品購入費に追加計上して

ございます。 

 ９ページに戻りまして、１７款、繰入金、１項の基金繰入金のうち、１目の財政調整基

金繰入金につきましては、普通交付税等の一般財源が一定程度確保できましたことから、

繰入金を減額してございます。また、２目の社会資本整備基金繰入金については、基金充

当事業の事業費確定に伴い減額するものでございます。 

その下の３目、産業後継者育成基金繰入金につきましては、農業青年等の国外研修の実

績がなかったことから全額減額するものでありまして、１８ページの農業振興費の経費区
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分３、農業振興事業の中で、同額を減額してございます。 

９ページに戻ります。５目の鉄道跡地整備等基金繰入金につきましては、本年度に実施

したふるさと銀河線の踏切部分を切り下げる交通安全対策事業に充てるものでありますが、

起債の充当残分として３９１万８，０００円を見込んでございます。 

 次に、１０ページにまいりまして、１９款、４項、１目の受託事業収入にあります草地

整備等事業受託金につきましては、公社営事業の確定に伴い減額するものであります。ま

た、その下の５項、１目、農業生産基盤整備事業推進交付金にあります持続的農業・農村

づくり促進特別対策事業交付金につきましては、道営畑総事業３地区分の事業費確定に伴

い減額するものでございます。 

 次に、６項、５目、雑入の５項目目にあります介護保険収入１３２万２，０００円の減

額につきましては、町が行う介護予防支援のケアプラン作成に係る介護保険収入でありま

して、当初予算では７３２件を見込んでおりましたが、４１６件に収まる見込みであるこ

とから減額するものでございます。 

 次に、下から２つ目のいきいきふるさとふれあい事業助成金３８７万円の計上につきま

しては、北海道市町村振興協会からの助成金でありまして、申請どおり助成が受けられる

見込みとなったため計上するものであります。主な内訳を申しますと、ふるさとまつりと

さむさむまつりに各１００万円づついただいております。小学校の社会科副読本の作成費

として１００万円、小・中学校、保育園、社会教育課で開催した子ども劇場や町民芸術劇

場のほか、図書館で行っている映画会や文化公演事業などに対する助成として、８７万円

ということになっているものでございます。あわせて３８７万円でございます。 

 次に、その下の鉄道跡地等対策費用１億３，９４０万２，０００円の計上につきまして

は、ふるさと銀河線の跡地整備やバスの永続的な運行のために設置した基金への積立財源

として、北見市が管理している北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金から補助金が交付さ

れるものであり、１３ページの一番上の各種基金積立金にありますように、同額を鉄道跡

地整備等基金積立金に計上するものでございます。 

 １１ページにまいります。一番上の北海道後期高齢者医療広域連合電算システム導入等

助成金７０万３，０００円につきましては、広域連合の負担金に含まれている広域連合の

電算システムの開発費用に対する助成金として、北海道市町村振興協会から交付されるこ

とになったことを受け計上するものでございます。 

 次に、２０款の町債につきましては、第３表のところで説明しましたとおり、１項、１

目の農林水産事業債の一番下にあります、持続的農業・農村づくり促進特別対策事業債と

３目、土木債の２節、公営住宅建設事業債の全額を減額してございます。この２つ以外の

事業債につきましては、それぞれ起債対象事業費が確定したことにより補正するものであ

りますが、町債の総額で４，０２０万円を減額しようとするものでございます。 

続きまして、１２ページからの歳出の補正について説明いたします。 

冒頭で申し上げましたとおり、歳出につきましても、そのほとんどが事業の実績に基づ

く整理予算でありますので、特徴的なもののみ説明をさせていただきます。 

まず、１款の議会費につきましては、故松浦議員のご逝去に伴う議会人件費の減をはじ

めとする整理予算であり、総額１４４万６，０００円の減額としてございます。 

 次に、２款、１項の総務管理費の１目、一般管理費では、経費区分４、総務一般管理費
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経費の７節、賃金で１５４万２，０００円を減額しております。 

 これにつきましては、臨時事務員の賃金を可能な限り、各種補助事業の事務費で賄った

ことによる減ということでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次に、経費区分６、庁舎等維持管理経費で庁舎清掃衛生業務２３万８，０００円を追加

しておりますが、これは、その２つ下にあります庁舎冷暖房設備維持管理業務で８５万７，

０００円を減額しておりますが、この業務を統合して発注したことによるものでございま

す。  

したがいまして、冷暖房に係る予算はなくなりますので、この２つの増減差６１万９，

０００円が委託料の減となるものであり、実質的な追加ではありませんのでご理解をいた

だきたいと存じます。なお、庁舎警備管理業務は、日直日数の変更に伴う不足額を整理す

るものでございます。 

次に、経費区分７の姉妹町交流事業４９万円の減額につきましては、当初、交流団を派

遣する予算として総額で７４万円の計上しておりましたが、事業見直しの一環として、本

年は交流事業のあり方について津野町と協議してきたため、特産品宣伝紹介事業のみの執

行となったことによるものでございます。 

 次に、経費区分８の日出簡易郵便局設置事業で、共済費３３万１，０００円を追加計上

しております。これにつきましては、本年度から町が事務員を委嘱し配置することに改め

たところでありますが、これに伴い社会保険や労働保険に加入する必要が生じたため、補

正するものでございます。 

 次に、１３ページにまいりまして、経費区分１０の各種基金積立金につきましては、そ

れぞれ歳入で説明した基金積立ての財源に利子分を加え積み立てるものでございます。ま

た、経費区分１１の土地開発基金繰出金については、確定した基金の利子を積み立てるた

め繰出すものでございます。 

 これらの積立てや歳入の基金繰り入れを行った後の基金の年度末残高見込みにつきまし

ては、別に配付しております資料４のとおりでございますので、後ほどご覧をいただきた

いと存じます。 

 続きまして、７目、住民安全対策費にあります自動体外式除細動器購入負担金につきま

しては、昨年９月の第３回定例町議会において予算補正をしたところでありますが、その

後、日本赤十字社における総体事業量の関係で１台あたりの日赤負担額が引き下げられた

ことに伴い、導入自治体の負担金が上がったため、その不足額１０万６，０００円を追加

するものでございます。 

なお、財源については、この事業のためにいただいた寄付金を積立てている社会資本整

備基金を充てるものでございます。 

 次に、８目、企画費の生活交通路線維持対策事業費補助金につきましては、昨年の実績

額７６万４，０００円を計上しておりましたが、国・道の補助金確定に伴い、６４万３，

０００円を減額するものであります。 

 なお、本町が負担する補助金１２万１，０００円につきましては、北見勝山線に係るも

のでありまして、乗車密度が５人を切ったことによる国・道の補助カット分に対する補助

金でございます。その他の３路線に対する負担はない状況になってございます。 

 次に、一番下にあります２項、２目、賦課徴収費の還付金及び還付加算金３０万１，０
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００円の追加につきましては、償却資産の申告誤りにより過年度分固定資産税の還付など

が発生したため、不足分を補正しようとするものでございます。 

 次、１４ページにまいりまして、４項の選挙費につきましては、歳入で参議院議員選挙

や知事・道議会議員選挙に係る事務委託金が確定しましたので、これに合わせて予算整理

をさせていただくものでございます。 

 次に、３款、民生費の１項、社会福祉総務費と、次のページの２項、老人福祉費につき

ましては、それぞれ説明欄に記載の事業の決算見込額を基に、追加又は減額しているもの

でありますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 なお、１４ページの３款、民生費の１項、社会福祉総務費の一番上にあります経費区分

２、国民健康保険事業特別会計繰出金と、１５ページの２項、老人福祉費の一番下にあり

ます経費区分８、介護保険事業特別会計繰出金につきましては、それぞれ、繰り出し基準

に基づく決算見込額を基に補正するものでございます。 

次に、１６ページにまいります。２項、児童福祉費の１目、児童福祉総務費にあります

乳幼児医療費助成と２目、ひとり親福祉費にありますひとり親家庭等医療費助成につきま

しては、それぞれ、入院医療の増加に伴い予算不足が見込まれることから追加補正するも

のでございます。 

次に、４款、衛生費にまいりまして、１項、１目、保健衛生総務費の経費区分２、老人

保健特別会計繰出金で１，４８８万７，０００円を追加しております。これは、老人保健

会計において老人保健医療費に係る国庫負担金などの一部が、翌年度精算になる見込みで

あるため、当面の措置として一般会計から当該不足分を繰出すものでございます。なお、

これについては、新年度に精算交付された後、一般会計に繰り戻しされるものでございま

す。 

次に、経費区分１１の後期高齢者医療事務費にあります１３節、委託料につきましては、

後期高齢者医療電算システム開発業務の入札結果に基づき６００万６，０００円を減額す

るものでございます。 

次に、２目、予防費にあります健康診査事業１３０万円の減額につきましては、それぞ

れ受診実績により補正するものであります。なお、下段の個別健診については、受診対象

者の減によるものでございます。 

次に、１７ページにまいりまして、２項、３目、し尿処理費にあります北見地区衛生施

設組合負担金３２０万４，０００円の減額につきましては、前年度からの繰越金があった

ことと、し尿処理施設の解体の前処理に使用する各種薬品類代が減額できたことによるも

のでございます。 

次に、６款、農林水産業費にまいりまして、１項、１目、農業委員会費にあります経費

区分３の農地保有合理化事業で、消耗品費６万２，０００円を追加しておりますのは、農

地保有合理化促進特別事業事務取扱交付金の追加交付に伴い計上するものであります。 

次に、１８ページにまいりまして、４目、畜産業費にあります１１節、需用費と、１３

節、委託料、そして１７節、公有財産購入費につきましては、公社営畜産担い手育成総合

整備事業の事業費確定に伴う減額補正でございます。 

次に、５目、農業基盤整備事業費では、経費区分１、農業基盤整備事業で道営畑総事業

や農道整備事業等に係る負担金の確定に伴い、合わせて３，１３７万４，０００円を減額
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してございます。 

また、経費区分４の下水道事業特別会計繰出金では、合併浄化槽の設置基数の減や、修

繕料等の経常経費圧縮により、収支不足額が減少したことにより１，０３３万４，０００

円を減額してございます。 

次に、１９ページにまいりまして、７款、商工費にあります、経費区分１、地域エネル

ギー利用施設管理経費で、修繕料１３万円を追加しておりますのは、源泉ポンプ室のイン

バータ等部品交換が必要となり、修繕料に予算不足が生じことから補正するものでござい

ます。その下の光熱費１１万４，０００円の追加につきましては、この冬の厳しい寒さの

関係で温泉汲み上げ量が増加したため、源泉ポンプの電気使用料が伸びたことが大きく影

響しているものでございます。 

次に、２０ページにまいります。８款の土木費の３項、３目の道路新設改良費の経費区

分２、南１３線交通安全施設整備事業につきましては、入札の結果に基づき１３節、委託

料で３６６万７，０００円、１５節，工事請負費で１８７万３，０００円をそれぞれ減額

しております。なお、補助の関係上、新年度に予定の用地取得を一部前倒しで行う事業調

整を行うこととし、１７節，公有財産購入費５５４万円を追加計上しております。したが

いまして、全体事業費はプラマイゼロということになっているものでございます。 

次に、４項、１目の河川総務費にまいりまして、経費区分１、河川管理事業で掘削機械

借上料として７７万７，０００円を計上しております。これにつきましては、例年と異な

り、降雪前に河川が凍結しましたので、融雪期の氾濫を防ぐための氷割作業を実施したこ

とにより予算不足が生じたものでございまして補正するものであります。 

次に、９款、消防費にまいりまして、１項、１目の消防組合費で、北見地区消防組合負

担金として３１４万１，０００円を減額しております。この主な要因につきましては、次

のページの中ほどに消防組合繰越金というのがありますが、前年度からの繰越金が２４３

万円生じたため歳出予算から減額するものでございます。なお、このページの一番上の項

目にあります北見地区消防組合共通経費負担金１万９，０００円の追加につきましては、

本部職員の退職手当に係る負担金の精算でございます。 

次に、２１ページの１０款、教育費にまいりまして、１項、２目、事務局費の経費区分

４、学校教育等一般経費にあります北海道訓子府高等学校教育振興会議交付金３４９万６，

０００円の減額につきましては、入学者数が予算の７０人に対し４１人と少なかったこと

による入学準備金の減が１４５万円、通学費補助の減が２０３万６，０００円、その他、

会議費として１万円の減という内訳になってございます。 

次に、２２ページにまいりまして、３項、中学校費の１目、学校管理費の経費区分３、

学校施設維持管理事業で、需用費の燃料費を１０９万円追加してございます。これは、燃

料の高騰によるものでありますが、学校という施設の特殊性から暖房調節による節減にも

限界がありまして、Ａ重油と灯油の不足分を補正するものでございます。額的には厳寒期

１月の給油量が１２，０００リットルですので、概ね１月分の補正であるということがい

えるかと思います。 

次に、２３ページにまいります。６項、２目、体育施設費の経費区分１、スポーツセン

ター管理事業で、７節、賃金を２３１万３，０００円減額しております。これにつきまし

ては、スポーツセンターで使役している技能員の賃金であり、当初１１ヵ月の使役を予定
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しておりましたが、業務見直しの結果、冬期を除く８ヵ月に短縮したことによるものでご

ざいます。 

また、その下にある経費区分４の屋外運動施設管理事業の委託料中、スケートリンク設

置維持管理業務２６２万５，０００円の減額につきましては、レクリエーション公園のリ

ンクの設置を取りやめたことによるものでございます。 

次に、３目、給食センター費にまいりまして、経費区分３の１１節、需用費で燃料費を

５０万６，０００円追加しております。これにつきましても燃料の高騰によるものであり

まして、主に温水ボイラーの燃料費に予算不足が見込まれるため補正するものでございま

す。 

次に、１１款、公債費にまいりまして、１項、２目、利子の経費区分１、長期債利子償

還につきましては、平成１９年５月に借入れを起こしました平成１８年度債の償還利子確

定に伴い、不用分１３３万５，０００円を減額するものでございます。 

次に、１３款、給与費については整理予算でありますので、説明は省略させていただき

ます。 

次に、２５ページは、４ページの第２表でも説明いたしました繰越明許費の説明調書で

あります。財源内訳欄にあります財源を含めて平成２０年度に繰り越すものでございます。 

２６ページは、地方債の年度末における現在高の見込みに関する調書でありまして、今

回の補正後の予算による平成１９年度末現在高見込額は、一番右側の欄の下から３行目に

ありますように６８億６，４０１万６，０００円となっております。 

 ただいま、ひと通りの説明をさせていただきましたが、このほか、今回の補正に係る説

明資料としましては、別に配付しております資料１に、投資的事業の内訳として、財源を

含めた一覧表を作成しましたので、後ほどご覧をいただくこととし説明を省略させていた

だきたいと存じます。 

以上、３，２２９万３，０００円を追加する補正予算の特徴的なものについて、説明を

させていただきました。ご審議をいただき、ご決定を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（橋本憲治君） ここで午前１０時４５分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 議案書の２７ページをお開き願います。 

 議案第２号 平成１９年度訓子府町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて、提案説明をさせていただきます。 

 第１条で歳入歳出それぞれ３，１６７万３，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ１０億２１１万６，０００円とするものであります。 

 次に、２８ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ補正額を記載しておりますので、

ご覧いただき、その内容につきましては、２９ページ以下の事項別明細書によって説明さ

せていただきます。 
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 はじめに、２９ページの歳入について説明させていただきます。 

 第１款、国民健康保険税、第１項、第１目、一般被保険者国民健康保険税につきまして

は、１月末における調定額の状況から推計し、医療給付費分６８７万９，０００円、介護

納付金分２４７万６，０００円をそれぞれ減額し、一般被保険者の保険税総額で９３５万

５，０００円を減額するものであります。 

 第２目の退職被保険者等国民健康保険税につきましても、調定額の状況から推計し、医

療給付費分５６万１，０００円を追加し、介護納付金分１０万８，０００円を減額し、退

職者被保険者の保険税総額で４５万３，０００円を追加するものであります。 

 次に、第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養給付費等負担金につき

ましては、歳出の一般被保険者分の療養給付費の追加補正に伴い、１，２４１万円を追加

するものであります。 

 次に、第２項、国庫補助金につきましては、健康増進事業の歳入の予算計上科目を組替

えし、第２目、健康増進事業補助金１４５万９，０００円を減額し、第１目、財政調整交

付金の特別調整交付金に１４５万９，０００円を追加するものであります。 

 次に、第４款、道支出金の普通調整交付金につきましても、歳出の一般被保険者分の療

養給付費の追加補正に伴い、２１９万円を追加するものであります。 

 次に、第５款、第１項、第１目、共同事業交付金につきましては、高額医療費共同事業

交付金の確定に伴い、２５３万５，０００円を追加するものであります。 

 第２目、保険財政共同安定化事業交付金につきましても、交付金額の確定に伴い、１，

６９０万円を減額するものであります。 

次に、３０ページの第６款の財産収入につきましては、財政調整基金の預金利子が増額

の見込みのため、１３万７，０００円追加するものであります。 

 次に、第７款、繰入金、第１項、第１目、財政調整基金繰入金につきましては、歳入歳

出予算の調整のため、財政調整基金繰入金を３，６９６万６，０００円を追加するもので

あります。 

 これによりまして、平成１９年度末基金保有見込額は、３８万１，０００円となる見込

みであります。 

第２項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入金につきましては、それぞれ繰入金の決

算見込みにより、保険基盤安定繰入金については、総額で４７１万９，０００円の追加、

出産育児一時金繰入金２３万４，０００円、財政安定化支援事業繰入金９９万９，０００

円、その他一般会計繰入金 ２１６万３，０００円をそれぞれ減額するものであります。 

 次に、第９款、諸収入、第３項、第２目、一般被保険者第三者納付金につきましては、

交通事故による損害賠償が発生しましたので、９６万８，０００円を追加するものであり

ます。 

 第６目、雑入につきましては、昭和６０年度に保険者と北海道及び国保連の拠出により

「高額医療費共同事業基金」を造成し、高額医療費共同事業を実施してきましたが、平成

１５年度の制度改正で、国民健康保険法に基づく事業になったことにより、基金造成当初

の目的が失われたことから、この基金を廃止し、出資金と利息分を各保険者に還付するこ

とになったことにより、９４万６，０００円を追加するものであります。 

 次に、３１ページをお開き願います。歳出について説明させていただきます。 
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 第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費の委託料につきましては、

国保保険者電算システム改修業務に執行残が生じたため、２０４万５，０００円を減額す

るものであります。また、積立金については、財政調整基金積立額の確定及び基金利子分

を含めて８６万２，０００円を減額するものであります。 

 第２款、保険給付費、第１項、療養諸費、第１目、一般被保険者等療養給付費につきま

しては、１月までの医療費実績から推計し、予算不足が見込まれますので、３，６５０万

円を追加するものであります。 

 第４項、出産育児諸費、第１目、出産育児一時金につきましては、出産件数が予定より

少なかったことから、３５万円を減額するものであります。 

 次に、第５款、共同事業拠出金、第１項、第１目、高額医療費拠出金につきましては、

拠出金額の確定により７万円を追加するものであります。 

 また、第４目、保険財政共同安定化事業拠出金につきましても、拠出金額の確定により

１９０万６，０００円を減額するものであります。 

 次に、第６款、保健事業、第１項、第１目、保健事業総務費の健康診査助成金につきま

しては、人間ドック受診者の増加により、２６万６，０００円を追加するものであります。 

以上、平成１９年度国民健康保険事業特別会計の補正予算について、その提案説明をさ

せていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案書３２ページをお開き願います。 

 議案第３号 平成１９年度訓子府町老人保健特別会計補正予算（第２号）について、提

案説明させていただきます。 

 第１条では、歳入歳出それぞれ３，１８１万４，０００円を減額し、予算総額を歳入歳

出それぞれ８億１，２４７万４，０００円とするものであります。 

 次に、３３ページは款項ごとにそれぞれ補正額を記載しておりますので、ご覧いただき、

その内容につきましては、３４ページ以下の事項別明細書によって説明をさせていただき

ます。 

 この度の補正につきましては、老人医療費の減少に伴い、制度に基づく歳入の減額及び、

歳出では事業費を減額補正するものであります。 

 それでは、３４ページの歳入について説明させていただきます。 

第１款、支払基金交付金、第１項、第１目、医療費交付金につきましては、社会保険診

療報酬支払基金からの医療費交付金に減額が見込まれますので、２，５１０万５，０００

円を減額するものであります。 

 第２目、審査支払手数料交付金は、交付金額の確定により、１４万円を減額するもので

あります。 

 第２款の国庫支出金につきましては、医療給付費・高額医療費の減少により、医療費国

庫負担金の減額が見込まれますので、１，８７３万３，０００円を減額するものでありま

す。 

 第３款の道支出金につきましても、国庫負担金同様、医療費の減少により、医療費道負

担金を３４２万６，０００円減額するものであります。 

 第４款の繰入金につきましては、医療費国庫負担金などに不足が生じる見込みのため、

財源調整として一般会計繰入金について、１，４８８万７，０００円を追加するものであ
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ります。 

 第６款、諸収入、第１項、第１目、預金利子につきましては、老人保健会計に預金利子

が生じる見込みのため、預金利子、７万５，０００円を追加し、第２項、雑入、第１目、

返納金は、医療費を不当に受けていた医療機関からの返納金６２万８，０００円を追加す

るものであります。 

 次に、３５ページの歳出について説明させていただきます。 

 第１款、医療諸費、第１項、第１目、医療給付費につきましては、医療費の減少に伴い、

老人保健医療費給付費３，１４５万１，０００円を減額するものであります。 

第２目の医療費支給費は、１月までの実績から推計し、予算不足が見込まれますので１

６万円を追加するものであります。 

第３目の高額医療費は、高額医療費の減少により、５９万９，０００円を減額するもの

であります。 

次に、第２款、諸出金、第１項、第１目、一般会計繰出金につきましては、預金利子が

生じますので、一般会計繰出金として、７万６，０００円追加するものであります。 

以上、平成１９年度老人保健特別会計の補正予算について、その提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の３６ページをお開き願います。 

 議案第４号 平成１９年度訓子府町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案説明をさせていただきます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ７，７５６万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を４億４３万２，０００円とするものであります。 

 次に、３７と３８ページの第１表は、款項ごとにそれぞれ補正額を記載しておりますの

でご覧をいただき、その内容につきましては、３９ページ以下の事項別明細書によって説

明をさせていただきます。 

 次に、３９ページの歳入から説明をさせていただきます。 

 まず、第１款、保険料、第１項、介護保険料、第１目、第１号被保険者保険料につきま

して、特別徴収保険料は年金から保険料を特別徴収する者が増えたことにより６３万６，

０００円の追加、普通徴収保険料につきましては、所得段階による賦課人数の変化により、

１２２万２，０００円の減となったものであります。 

 次に、第２款、分担金及び負担金、第１項、第１目、介護予防負担金につきましては､本

年度から介護予防事業として実施しております「通所型介護予防事業」利用者負担金が、

当初の見込みより利用件数が少なかったことにより、４０万１，０００円減額するもので

あります。 

第３款の国庫支出金、第１項、国庫負担金は、施設介護サービス費などの保険給付費が

減額となる見込みとなったことから、国の負担割合相当額の１，４９１万２，０００円を

減額するものであります。 

 次に、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、介護給付費見込額の減少及び交付

率の変更により、当初予算に対して、４６５万５，０００円を減額。第２目の地域支援事

業交付金、介護予防事業につきましては､１２万３，０００円の減額。 
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 第４款、支払基金交付金、第１項、第１目、介護給付費交付金につきましても、保険給

付費見込額の減少により２，４８６万１，０００円の減額。第２目、地域支援事業交付金

も対象経費の減少により、１５万３，０００円の減額。 

第５款、道支出金第１項、第１目、介護給付費負担金につきましても、保険給付費が減

額となる見込みとなったことから、１，１１５万３，０００円減額するものであります。 

次に、４０ページに移りまして、第２項、第１目の地域支援事業、介護予防事業につき

ましては６万１，０００円の減額。 

第６款、財産収入、第１項、第１目、利子及び配当金につきましては、介護給付費準備

基金の利子が当初見込みを上回ったことから､３万７，０００円を追加するものであります。 

 次に、第７款、繰入金、第１項、第１目、介護給付費準備基金繰入金につきましては、

当初予算におきまして、会計の収支不足額に基金の繰り入れを予定しておりましたが、介

護給付費の見込額の減少により、基金の繰り入れを取りやめるものであります。 

 第２項、第１目、一般会計繰入金につきましては、介護給付費の見込額の減少により、

介護給付費繰入金を１，００２万５，０００円減額するとともに、地域支援事業、介護予

防事業繰入金につきましても、対象事業費の減少により６万１，０００円を減額。 

その他一般会計繰入金は、実績見込みにより３２８万８，０００円を減額するものであ

ります。 

 次に、歳出について説明をさせていただきます。４１ページをお開きください。 

第１款、総務費、第３項、介護認定審査会費、第１目、認定調査費、１２節、役務費、

１３節、委託料につきましては、要介護認定等申請件数の減少によりまして、役務費、委

託料合わせて４０万９，０００円を減額。 

第２款、保険給付費、第１項、介護サービス等諸費、第１目、居宅介護サービス給付費

につきましては、訪問介護､通所介護などの利用が当初見込みを大きく下回ったことにより

２，５０６万８，０００円を減額するものであります。第３目、地域密着型介護サービス

給付費につきましては、２７０万円減額。第５目、施設介護サービス給付費は、介護老人

保健施設入所者の減少により２，１５０万円の減額。第８目、居宅介護住宅改修費につき

ましては、給付実績による１件あたりの単価の減少により９２万円を減額。第９目、居宅

介護サービス計画給付費につきましても、計画作成見込み件数の減少により４００万円減

額するものであります。 

 第２項、介護予防サービス等諸費につきましては、要支援者に対する給付でありますが、

第１項、介護サービス等諸費でご説明いたしましたように、全体的にそれぞれのサービス

給付費が当初見込みを下回っており、介護予防サービス等諸費総額で１，８１８万４，０

００円の減額となっており、当初の見込みからは半減しております。これは、要支援者に

対する新予防給付が本町においては、平成１８年１０月から開始されたこともありまして、

サービスの需用を見込むことが難しかったことによる影響もあるものと考えております。 

 次に、４２ページです。 

第３項、その他諸費では、介護給付費請求に係る審査支払手数料が支払い件数の減少に

より１６万円の減。 

 第４項、高額介護サービス等費では、第１目、高額介護サービス費、第２目、高額介護

予防サービス費ともに給付実績見込みにより、それぞれ２８６万２，０００円、２８万円
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の減額となっております。第５目、特定入所者介護サービス等費は、施設入所者への食費、

居住費の補足的給付でありますが、給付対象者の減によりまして､４５２万４，０００円の

減額。 

 第４款、地域支援事業費、第１項、第１目、介護予防一般高齢者施策事業費につきまし

ては、臨時保健師賃金雇用日数の減により９万円の減、１３節、委託料は、通所型介護予

防業務の利用者の減により３６８万４，０００円を減額。 

第２項第１目、介護予防ケアマネジメント事業費では、地域包括支援センター人件費相

当分の一般会計繰出金を２９万４，０００円追加。第４目、任意事業費では、家族介護用

品購入費助成を実績により３万６，０００円追加しております。 

次に、第５款、基金積立金につきましては、保険給付費にかかる歳入歳出剰余金見込額

を介護給付費準備基金に積み立てるものであります。 

以上、平成１９年度介護保険事業特別会計の補正予算について、その提案理由の説明を

させていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 議案書４３ページをお開きください。 

議案第５号 平成１９年度 訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案説明をさせていただきます。 

第１条で、歳入歳出それぞれ３，９３６万６，０００円を減額し、予算総額を歳入歳出

それぞれ２億１８５万３，０００円とするものであります。 

第２条は、「債務負担行為の補正」ですので、４５ページで説明をさせていただきます。 

第３条につきましては、「地方債の補正」でありますので４５ページで説明させていただ

きます。 

次に、４４ページは、款項ごとにそれぞれ補正額を記載しておりますので、ご覧いただ

きたいと思いますが、その内容につきましては４６ページ以降の事項別明細書によって説

明させていただきます。 

４５ページにつきましては、第２表債務負担行為補正でありますが、個別排水事業にお

いて限度額１，３００万円を限度として計上しておりましたが、希望者がいなかったため、

廃止するものであります。 

次に、第３表地方債補正でありますが、個別排水処理施設整備事業の事業費精査により、

下水道債の借入れ限度額５，０５０万円を２，３８０万円に変更するものであります。補

正後の起債の方法は、補正前と同じ証書借入、利率も５％以内であります。 

次に、４６ページの歳入歳出予算補正の事項別明細書であります。 

始めに、歳入から説明をさせていただきます。 

１款、１項の分担金、１目、農業集落排水事業分担金でありますが、当初予定していた

設置戸数１０戸に対し１戸の設置であったため、４５万円を減額するものであります。 

また、２目、個別排水処理施設整備事業分担金につきましても、当初予定していた設置

戸数２５戸に対し１２戸の設置であったため、６５万円を減額するものであります。 

２款、１項の使用料、１目、農業集落排水施設使用料１０１万２，０００円の減額につ

きましては、決算により町水道の水道需用が低下したことに伴い、農業集落排水施設使用

料の減額でございます。 
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また、２目、個別排水処理施設使用料２２万円の減額につきましては、本年度予定をし

ていた設置戸数が、当初よりも１３戸減少したことによる個別排水処理施設使用料の減額

でございます。 

３款、１項、１目、一般会計繰入金でありますが、下水道事業の執行額確定に伴い、１，

０３３万４，０００円を減額するものであります。 

６款、１項、１目、個別排水処理施設整備事業債でありますが、先ほど４５ページの地

方債補正で説明したとおり、個別排水処理施設整備事業の事業費精査により、下水道債１，

７４０万円と過疎債９３０万円を合わせた２，６７０万円を減額するものであります。 

次に、４７ページの歳出について説明させていただきます。 

１款、１項、１目、一般管理費の２７節、公課費につきましては、消費税納付金におい

て、平成１８年度消費税確定申告で金額に不足生じたことから、１１万４，０００円を追

加するものであります。 

２項、１目、農業集落排水管理費につきましては、全体で２８２万６，０００円の減額

をするものですが、多くは執行残によるものであります。１１節、需用費の修繕料につき

ましては、大きな修繕箇所がなかったことにより、１４０万円の減額であります。１３節、

委託料につきましては、執行残で７３万６，０００円を減額するものです。２２節、補償、

補填及び賠償金につきましては、公共桝設置補償金の支出がなかったことから、全額の３

１万円を減額するものであります。 

次に、２目、個別排水管理費につきましては、全体で１２９万９，０００円の減額をす

るものであります。１３節、委託料の浄化槽保守点検業務７０万円の減額と、１６節、原

材料費の浄化槽維持管理用原材料９万９，０００円の減額及び１９節、負担金、補助及び

交付金の水洗便所改造等補助金５０万円の減額はいずれも執行残によるものであります。 

２款、１項、１目、個別排水処理施設整備事業費でありますが、全体で３，５２２万８，

０００円の減額となっております。これは、１３節、委託料と１５節、工事請負費ともに、

当初予定していました設置戸数２５戸に対し、１２個の設置になったことによる減額補正

であります。 

３款、１項、２目、利子の２３節、償還金、利子及び割引料の長期債利子でありますが、

利率が下がったことによる減額１２万７，０００円であります。 

次に、４８ページの地方債の調書でありますが、平成１９年度末における補正後の元金

残高につきましては、合計欄の一番右側にあります９億３，０８８万４，０００円となる

見込みであります。 

以上、平成１９年度訓子府町下水道事業特別会計の補正予算について、提案説明をさせ

ていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 水道課長。 

○水道課長（竹村治実君） 議案書４９ページをお開きください。 

議案第６号 平成１９年度訓子府町水道事業会計補正予算（第３号）について、提案説

明をさせていただきます。 

まず、第２条で収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正するもので、収入では

営業外収益で６１万８，０００円を増額し、収益の総額を１億９，６１６万６，０００円

とするものであります。 
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次に、支出でありますが、営業費用で８４６万８，０００円を減額し、営業外費用でも 

３４万円を減額し、費用の総額を２億４２８万４，０００円とするものであります。 

次に、第３条で、予算第４条、本文カッコ書きの「４，８５１万６千円」を「８，８１

２万４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するであります。 

収入では企業債で７００万円を減額し、収入の総額を１，２８４万４，０００円とする

ものであります。 

次に、支出でありますが、建設改良費６４７万８，０００円を減額し、企業債償還金 

３，９０８万６，０００円を増額し、支出の総額を１億９６万８，０００円とするもので

あります。 

次に、第４条で、予算第７条に定めた「議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費」を定めておりますが、既決予定額３，５４５万７，０００円を４４万円減額し、

総額３，５０１万７，０００円にするものであります。 

次に、第５条では、予算第９条に定めた「たな卸資産購入限度額」の既決予定額７０５

万２，０００円を４７３万７，０００円に改めるものであります。なお詳細につきまして

は、５０ページ以降の説明書でご説明いたします。 

まず、５０ページの収益的収入及び支出の収入でありますが、１款、２項、１目の受取

利息、６１万８，０００円の増額は普通預金と定期預金の利息の増額であります。 

次に、支出でありますが、１款、１項、営業費用の１目、原水及び浄水費につきまして

は、賃金から負担金までのほとんどが、決算に伴う執行残により全体で、２８２万７，０

００円を減額するものであります。 

次に、２目、配水及び給水費につきましても、賃金から材料費までは、決算に伴う執行

残で、特に大きな修繕や緊急整備工事等がなかったことによる減額でありまして、全体で

４９０万円を減額するものであります。 

次に、３目、総係費につきましては、報酬から負担金まで、いずれも決算に伴う執行残

により、全体で７４万１，０００円を減額するものであります。 

次に、２項、営業外費用の１目、支払利息でありますが、一時借入を起こさない予定の

ため、３４万円全額を減額するものであります。 

次に、５１ページの資本的収入及び支出でありますが、まず収入では、１款、１項、１

目の企業債につきまして、資金確保の財源として計上しておりましたが、緊急を要する工

事が発生しなかったことや、水道事業会計の健全経営を長期的に確保するため企業債７０

０万円の全額を削減するものであります。 

次に、支出でありますが、１款、１項の建設改良費、１目、施設整備費の配水管延長連

絡等整備工事で６００万円の減額につきましては、毎年緊急的な場合を考慮して予算を計

上しておりますが、今年は緊急的な整備が無かったことによる全額を削減するものであり

ます。 

次の２目、固定資産購入費につきましては、決算に伴う執行残で４７万８，０００円を

減額するものであります。 

次の２項、１目、企業債償還金につきましては、企業債元金の繰り上げ償還するための

増額３，９０８万６，０００円であります。これは、国の財政融資資金を借り受けた高金

利の資金を繰り上げ償還する際に、本来は必要な補償金が免除されるもので、特例措置と
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して、平成１９年度から３年間、金利５％以上の貸し付けの補償金が免除する制度であり

ます。 

次に、５２ページは資金計画の一覧表でありますが、後ほどご覧いただくことにいたし

まして、説明を省略させていただきます。 

以上、平成１９年度訓子府町水道事業会計の補正予算について、提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） これより提案理由の説明が終わっております一括議題の議案第１

号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号の質疑に入ります。  

一括議題の質疑にあたりましては、議事進行上、会議規則第５５条のただし書きを適用

し、議長が指定した議案ごとに１人につき２回まで質疑することを許します。 

まず、最初に議案第１号の質疑を許します。ご質疑ございませんか。 

５番、工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） ５番、工藤です。今、議長の言われた中で、１６ページですけ

れども４款の衛生費。後期高齢者医療制度にかかわる事務費の関係ですけれども、これに

ついて質問させていただきます。この中で１６ページの経費区分でいくと後期高齢者医療

事務費ですね。この中の委託料、先ほども説明がありましたけれど、電算システムの開発

業務に対してと６００万６，０００円が減になったと。これは入札の結果ということであ

りますけれども、これに係わりまして、後期高齢者の電算業務の関係で昨年６月の議会だ

ったと思うんですけれども、質疑の中でも私の方で質問した経過もあるのですが、非常に

多大な経費になるというのかな、まちからの持ち出しになると。例えばその時の状況から

いきますと、６月議会の中で保健衛生費の中でシステム開発に２，３３１万円、約２，３

００万円を超える金額が町の持ち出しとして、システム開発に係わる予算としてという話

があったかと思います。それに合わせてもう一つ民生費のほうで一般会計より国保会計の

ほうに、これもいわゆる後期高齢者医療事務に係わる電算システムの改修に係わることだ

と思うのですけれども、１，３９８万円余りのものが国保に持ち出していくと、繰り入れ

してくという形だったと思います。そういう中で先ほどの説明の中で６００万６，０００

円が減になったということですけれども、トータルでこの電算システム改修に係わって、

いくら払ったことになるのか、町からの持ち出しになったことになっているのかとまず先

にお聞きしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健業務監（林秀貴君） １６ページの区分１１の後期高齢者医療事務費の関係で

ご質問をいただきました。そのうちの委託料につきましては６００万６，０００円の減と

なっておりますけど、その内訳としましては６月の定例会で補正いたしました、後期高齢

者医療制度電算システム開発費としまして、予算額２，３３１万円を補正予算いたしまし

たけど、その執行額が１，６３５万９，０００円になります。この執行残が６９５万１，

０００円。歳入の提案説明の中でも申しあげましたように、このほかに国の制度凍結分に

係わる、被扶養者保健の被扶養者であった人の激減緩和措置として、それに対応するため

の電算システムの改修業務が新たに必要となります。その分が９４万５，０００円となり

まして、合わせまして後期高齢者の関わる電算業務で申し上げますと、今、申し上げまし

た２点の合わせまして１，６３５万９，０００円と９４万５，０００円ですね。それを合
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わせました１，７３０万４，０００円になります。それに係わる財源といたしましては、

後期高齢者の前段申し上げました、６月の補正しました時には、後期高齢者制度準備事業

費補助金として補正しておりますけど、その分が国の実態調査を行ったところ、その差が

乖離
か い り

があるということで、その時の補正額が準備補助金としては、３３７万２，０００円

でしたけど、その分乖離があるということで、国の方で１．６倍ほど補助金がかさあげさ

れたということで、その額が５４０万円になります。それと後段で申し上げました激減緩

和分の補助金として全額つきますので、９４万５，０００円ということで、合わせまして

補助となる部分が６３４万５，０００円になります。先ほど申し上げました委託料に係わ

る部分を引きますと、町の持ち出しが１，０９５万９，０００円ということになります。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） ５番、工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 今の委託料の関係については解りました。続きまして、また同じ

関連するんですけれども、その下委託料の１９になりますか負担金補助及び交付金の関係

の３６万９，０００円が減額になったという中なんですが、これは広域連合に対する訓子

府町としての負担金がこれだけ減になったということだと思うのですが、この負担金につ

いてお尋ねをしたいのですが、まず負担金の総額がいくらになったということと、負担金

も均等割、あるいは７５歳以上の人口割４０％、あるいは全ての人口で割って５０％とい

う割合でもって負担金を徴収するという方向になってると思うのですが、この内訳につい

ても合わせてお知らせを願いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健業務監（林秀貴君君） 同じく１６ページの後期高齢者医療事務にかかわる負

担金補助及び交付金の関係のご質問をいただきました。負担金補助及び交付金の２３６万

円になりますけれど、これについてはおっしゃるとおり後期高齢者医療広域連合に対する、

共通経費の市町村の負担金が精算になった部分の減額でございます。その内訳で申し上げ

ますと、北海道全市町村が加入しておりますので、負担割合としては一律の均等割が１０％、

本町で申し上げますと、７６万６，８１９円。高齢者人口割が４０％で８４万４，０５２

円、人口割が５０％で７４万８，９７６円となりまして、合計額としましては２３５万９，

８４７円という内容でございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） ないようでございますので議案第１号の質疑を終了いたします。 

次に、議案第２号の質疑を許します。ご質疑ございませんか。 

ご質疑ございませんか。 

７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 佐藤です。３１ページをお願いいたします。１９年度の出産育児

の関係で１９年度は何名ですか。お願いします 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林秀貴君） ３１ページの出産育児一時金の関係でございますけれ

ど、当初予算としては２０名分の一人当たり３５万円ですから２０名分。今の見込みとし

ましては一人減の１９名を見込んでおります。 
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以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第２号の質疑を終了いたします。 

 次に議案第３号の質疑を許します。ご質疑ございませんか。 

７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 佐藤です。３４ページをお願いいたします。一番下段の雑入の中

で返納金いうのがありまして、説明では医療費を不当に受け入れた分と説明だったんです

が、この不当ということについて、もう少し説明をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林秀貴君） ３４ページの雑入の返納金の関係のご質問いただきま

した。返納金につきましては、医療費の不当と不正がございまして、不当については意思

がなくというか、間違いをもって請求した部分が不当と言われております。今回の関係に

つきましては、診療報酬を請求するときに医師など数の換算ミスということで、不当請求

を行ったということで、その部分が返納金として、町のほうに返納されるということでご

ざいます。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第３号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第４号の質疑を許します。ご質疑ございませんか。 

３番、上原豊茂君。 

○３番（上原豊茂君） 上原です。この補正予算の中で支出の関係４１ページ、全体に係

わる訳ですけども、それぞれの項目の中で見込額を下回るとまた、入所者減等々対象の減

による減額という数値になっております。そういう説明をいただきましたけれども、介護

に対する対象者は減っていないだろうという予測をするわけですけれども、これらについ

て基準の変化といいますか、制度上の問題でこういう形が出たのか、また、実質的に対象

者が少なくなっていると以前と同様な基準で行くと少ないですよということなのか、その

辺についての説明を願いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） ただいま減額についてその内容のお尋ねだと思いますけ

れども、まず一つ目ですけれども対象者は減っておりません。それから制度上の問題かと

いう訪ねでございますけれども、制度上で例えば使い勝手が悪くて使う人が少なくなった

とかそういうふうな捉え方はしてございません。今回減額補正の額がいつもより大きくな

ったという一つの要因としては介護予防給付、平成１８年の１０月から始まった部分でご

ざいますけれども、昨年は年度途中から始まったということで、その最終的な数字を見込

むのが非常に難しいということで、３月においての整理予算での減額補正を行わなかった

というようなこともございまして、昨年と比較しまして減額幅が非常に大きくなったとい

うことでございまして、最終的な決算見込みでいけば昨年と数字的には大きくは変わらな

いだろうというふうにとらえております。 
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○議長（橋本憲治君） ３番、上原豊茂君。 

○３番（上原豊重君） 対象者は減ってないと、制度上の問題もないということですけれ

ども、いろいろとその基準が変わっている訳ですけれども、ここでさらに確認します。対

象者は減るんでなくて、増えているという実態であるというふうに認識してよろしいんで

しょうか。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 介護保険の認定を受けておられる方は現在約２４０名で、

去年一昨年あたりから比べれば１０名ほど増えています。除々には増えているのかなとい

うそういうところですけれども、大きく増加しているという状況にはないというふうには

認識をしております。 

○議長（橋本憲治君） １０番、小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） １０番、小林です。４１ページ。居宅介護サービス給付費の関

係でお伺いしたいんですけれども、訪問介護が減っているということでありますけれども、

この減った要因がどこにあるのかということで、事務方ではどう考えているのかお伺いを

したいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 訪問介護の部分でございますけれども、数字的にいえば

回数で申し上げますけれども当初予算で６，５４０回を見たところが、現在４，３００回

くらいの見込みということでございます。訪問介護につきましては、いろいろと福祉関係

が集まってその減の要因が何であるかということを話し合った経過もございます。昨年一

昨年位から徐々に減ってきておりまして、正確な要因というのは掴めない部分もあるんで

すが、ただ以前には重度の在宅の方もいらっしゃいまして、その方１人２人いると回数が

非常に増えると、そういう方が亡くなったとかですね、そういうような要因が大きいんだ

ろうなというふうに、そういうような分析をしてございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかご質疑ございませんか。 

５番、工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 同じく皆さんと関連もするかと思うんですけれども、４１ページ

介護予防サービス等の諸費の関係なんですけれども、先ほどの説明の中でも、いわえるサ

ービスに対応することが難しかった。というようなお話だったと思います。対応が難しか

ったのかということなのか、その辺の中身についてどのようなもう少し立ち入ったという

かそういうことがあれば何だかの手立てっていうのかな、今後に向けて何か方策的なもの

も含めて考えておられるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 対応が難しかったって、先ほど私が説明したときにその

予測が難しかったというようなお話をしたと思うんですが。介護予防の部分につきまして

は、先ほども申しあげましたけれども、平成１８年の１０月から始まったということです。

それで平成１８年度でいけば６カ月分しか給付がないということで、通年でどれだけの事

業量が変わるかということを見込むことが非常に難しいというそういう意味ですので、ご

理解いただきたいと思います 

○議長（橋本憲治君） ほかご質疑ございませんか。 
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７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） ７番、佐藤です。４１ページ、１番上段の介護認定審査会費の中

で４０万９，０００円ほど減額になっておりますけれども、この調査会のことについて少

しお伺いしたいと思います。この調査会の費用の内訳ですね、調査委員というのは何名の

委員さんで、なんて言いますかね、報酬って言いますか、そういうものはどんなふうにな

っているのか。何名で報酬はいくらになるのか。それとおそらく該当する調査の対象者が

ないから委員会の回数が減ったんだと思いますけれども、１９年度は何回位行われて、普

通は何回ぐらいあるのか教えて欲しいと思います。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 認定審査会の部分でいけばですね、１委員会が５名で、

委員会が５委員会確かあります。それでだいたい１委員会が月２回程度の審査会を実施を

しておりまして、１市２町で作っている委員会ですから１回にだいたい４０件から５０件

位の審査が行われております。認定審査会の委員報酬でございますけれども、その一つの

委員会の合議体の長というのがございます。その長の報酬が１回１万６，９００円。それ

から委員が１回１万２，０００円ということになってございます。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第４号の質疑を終了いたします。

次に、議案第５号の質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。４３ページからであります。 

８番、山本朝英君。 

○８番（山本朝英君） ８番、山本です。個別排水と言いますか、今、やっております、

この計画のことをちょっと聞きたいですけれども、概ね当初は何年の計画だったのかとい

うのが１つと、あるいは行政側でどの程度まで継続していくのかということ。みんなもう

そろそろ財政的に厳しいぞというようなことで早めにというのが、考えておられる方もい

らっしゃいますし、その点をお聞かせをいただきたいなと、もし考え方があればお聞きし

たい。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 個別排水の計画につきましてご質問でございますが、当初は

平成２０年度までの計画で３５０戸を目標に計画しておりました。今、現在の達成といた

しましては１６７戸設置しております。目標にはまだ至っておりません。この件につきま

しては上下水道経営審議会のほうでも諮っておりますが、上下水道経営審議会の中では、

まだ、例えば新築をやるときにですね、この下水道の整備について継続してやっていただ

きたいというご意見もございます。それで平成２１年度からまた１０年間続けるような計

画を今後、また持ちたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかに、ご質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第５号の質疑を終了いしたします。

次に、議案第６号の質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第６号の質疑を終了いたします。 

以上をもって質疑を終了いたします。 

これより、一括議題の討論を行います。 

討論にあたっては議案番号を指定してから討論願います。 

討論ございますか。 

５番、工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 討論というか、反対討論ということになろうかと思うんですが、

先ほども質疑の中でいたしましたけれども、補正にかかわる中に後期高齢者の問題にやっ

ぱり、触れざるを得ないということかと思います。４月の実施を目前の中で、何を今さら

という方も大勢おられるかとは思います。しかしながら、この後期高齢者医療制度の中身

そのものを今後２０年度の予算の問題も含めて取り上げていきたいなというふうに考えて

いますけれども、現時点でいわゆる補正の段階で考えてみましても、４月の実施に向けて

の諸準備という形での予算計上ということになっていますけれども、非常に制度そのもの

が大変な問題を含んだ中身ではないかというふうにとらえております。ご存知の方もおら

れるとは思うんですが、やはり７５歳という年齢を一つの機械的な区切りとして、そこに

医療の中身でも差をつけると。それからさまざまなこの移行に伴う負担の問題ですね。こ

れについても先ほど町としての負担というのも当然ありますし、もうひとつはいわゆる被

保険者といいますか、いわゆる個人の保険料の負担。こういったものも新たに発生すると

いうことから考えますと、やはり将来に向けても仕組みからいくとこの負担がどんどん上

がっていかざるを得ないような仕組みにもなっているということも聞いておりますと、や

はりこういったことに対する制度に踏み込むということについては慎重にならざるを得な

いのでないかというふうにとらえています。これに対してただ一言だけ付け加えたいんで

ありますけれども昨年秋以降この問題が出てから、担当職員方々が本当に大変にこの問題

に対して地域に出ていただいて説明会含めて大変な努力をされているということも十分私

は認識しています。そういったものに対する感謝といいますか、地域の中からも聞こえて

きております。今までにない位身近なところに役場の職員が関わってくれたという声を直

接聞いておりますし、将来に向けても非常に大変良いことだと思っておりますけれども、

なおさらのことそういう良い面がありながら、町民にとって喜ばれないことでの仕事をし

なければいけないということに対して、あえてここでこの補正に対しての反対ということ

を訴えたいなというふうに思っております。 

以上であります。 

○議長（橋本憲治君） 工藤君、議案番号１番でよろしいですね。 

 次、各案に対する賛成討論の発言を許します。 

１０番、小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） １０番、小林です。ただいま工藤議員からいろいろと考え方に

ついてご意見出されたようでございますけれども、総論的には本音と建前ということもあ
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りまして、いろいろ私も考えるところがございます。今までほとんど、反対討論しかして

こなかった自分としては賛成討論は、私の考え方から言うと違うのかなと思いますけれど

も、立場上賛成討論をしていかなければならないということもございまして、若干賛成討

論をさせていただきたいなと思います。前段で町の方からもこの関係につきましてはいろ

いろとご説明にもありましたし、全員協議会の中でも論議をした経過があると私は記憶し

ておりますけれども、そうしたなかで今の私たちができるというようなことは、やはり国

のやり方が一方的な部分もありますけれどもやはりこれからのいろんな部分を考えますと

どうしてもこういう医療制度に移行していかなければ、国の財政ももっていけないという

ことがあると思います。私共は本当に保険料が上がったり、新たな制度ができるたびに負

担が増えますけれども、それはそれとして負担できる部分でなんとか地域の医療が確立で

きればいいのかなというような感じを持っております。町長の考え方も分かりますし、今

の厳しい財政の中でこの部分の支出が増えるということは非常に納得のいかない部分もあ

りますけれども、とりあえず今回この部分につきましては、私は補正を通すということで

賛成討論とさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） 次に、反対討論の発言を許します。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

９番、川村進君。 

○９番（川村 進君） ９番、川村です。これは、はっきりと言いまして国政の場での話

により近くて、私は６月の定例会で町長が言いました、医療に進むときに保険証を取り上

げないそれから資格証明書を発行しないという約束のもとに、これがやられるというふう

に理解しています。確か６月に工藤議員からの質問にそのように答えていたと思います。

そしてそれを確認さえできれば、これはもう町政ではどうにもできない問題ではなかろう

かと思いますので、あえて私は反対せず賛成します。ですから町長の発言、６月定例会で

確か私はそのように私は耳が不自由なんで聞き落としている部分があるかもしれませんの

で、確認だけしたいのですが町長お願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村議員、討論ですので答弁は控えさせていただきます。あくま

でも討論だけで。 

○９番（川村 進君） 賛成します。国政の場での問題でなかろうかと思います。 

○議長（橋本憲治君） 反対討論ございますか。 

次に、賛成討論ございますか。 

７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） ７番、佐藤です。概略小林議員さんの説明と同じことなんですが、

今高齢化社会の中で、しかもこの国民の保険制度全体を維持する方法として、これは当然

避けられない方法であっても、もしこれがないとしたらどうなのかと。そういうことを考

えますと数字的に個人差はあると思いますけれども、今までの世帯ぐるみのやつと今度は

７５歳以上のやつが別になるのですから、数字的に果たして、それが単純に負担が増える

ということにはならない場合も当然ある訳でして、制度が作るということの意義を十分考

えまして、この議案の内容については賛成をいたします。 

○議長（橋本憲治君） ほかに、反対討論ございますか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） ほかに、討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 次に、賛成討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、討論を終了したいと思います。 

まず、討論のあった案件から採決をいたします。 

最初に、議案第１号は原案のとおり決定することに賛成する諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（橋本憲治君） 挙手多数であります。 

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 討論のなかった案件については、一括採決をいたします。 

議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号を原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号は、原案のと

おり可決されました。 

 ここで、昼食のため休憩をいたしたいと思います。 

午後１時から行いますので、ご参集願いたいと思います。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは定刻となりました。 

休憩を解き会議を継続いたします。 

 

 

◎町政執行方針、教育行政執行方針、各議案の提案理由の説明 

○議長（橋本憲治君） 日程第１０、菊池町長から町政執行方針、山田教育長から教育行

政執行方針がありますので、この際発言を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 平成２０年第１回定例町議会の開会にあたり、町政執行方針を申

し上げ、町民の皆様並びに町議会議員のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

さて、昨年４月２２日に執行されました訓子府町長選挙におきまして当選の栄に浴して

以来、早くも１年が経過しようとしています。 

この１年間、私は「みんなで創る訓子府の元気」を考え、「訓子府の底力でふるさとの未

来をひらく」ために、「町民こそが主役」「町民福祉の増進を図る」を理念として町政を推

進してまいりました。 

平成２０年度の執行方針を申し上げるにあたり、この理念は今もって変わることはござ
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いません。 

したがいまして、この理念に基づいて政策の実行及び町政運営を行っていく考えであり、

町民の皆様をはじめ、町議会議員の皆様、国・道その他関係各方面のご支援、ご協力を賜

りたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

さて、全国的に地方経済が低迷する中、特に北海道は社会経済の動きも予測がつかず、

非常に厳しい社会情勢にありますけれども、本町においても厳しい財政運営が続いており、

自主財源であります町民税が減少傾向にあるほか、歳入の大きな割合を占める地方交付税

につきましても全く予測ができない状況にございます。平成２０年度以降も厳しい財政状

況は続くものと思われますので、さらに経費の削減や事務事業の見直し及び精選など行政

改革に積極的に取り組み、町民の皆様のご意見を大切にしながら、地方自治法に基づく「地

方公共団体は、住民の福祉の増進に努める」とともに、効率的かつ効果的な行財政運営を

めざしてまいります。 

このようなことを踏まえながら、本年度は公約に掲げている７本を柱として施策を進め

てまいります。 

第１に「町民ひとりひとりの知恵とパワーで訓子府の未来を決めます」についてであり

ます。 

私は、町政の主役は町民の皆様であることを一貫して申し上げているところでございま

す。これは、私や職員はもとより、町民の皆様がまちづくりに対し共に考え、共に参画す

ることだと考えているからでございます。そういう意味で、少しでも多くの町民の方から

ご意見やご提言をいただき、職員と一緒になってまちづくりを今後も進めてまいります。 

その一つとして、平成１９年の８月から新しくスタートいたしました「夜間町長室開放」

では、町民の皆様から数多くのご意見やご提言などをいただき、関係部署の業務や事業に

生かしてきているところでございます。今年度も引き続き、毎月第２水曜日の午後７時は

必ず町長と会うことができる「夜間町長室開放」を行い、さらに多くの町民の方々に気軽

にお越しいただき、様々なお話を聴かせていただければと考えているところでございます。 

また、「みんなのふるさと懇談会」略称でふる懇につきましても、町内会や実践会だけに

限らず町内の団体やグループといった小規模な集まりも対象にし、より気軽に開催し、参

加ができるものとさせていただきました。結果的にまだまだ小規模団体などの開催は少な

いですけれども、子育て支援などの切実な問題として貴重なご意見が出されております。

今年度においても、関係職員による「出前講座」など、形式にとらわれず気軽に参加でき

るような形での「ふる懇」を継続して開催してまいるところでございます。 

行政や議会、町民参加など自治体の運営やあり方、基本的なルールを定める町の憲法と

もいえる「町民基本条例（仮称）」につきましては、昨年から町民説明会や広報・広聴活動

により町民の皆様にご理解をいただいているところですが、本年度は自治基本条例検討委

員会を設置し、条例制定に向けた取り組みを行ってまいります。 

また、これからのまちづくりは、住民自治を基本に行政と地域との連携がますます重要

となってきますので、「町内会・実践会活動費補助金」や「地域住民自治活動振興補助金」

などを継続し、住民自治活動を支援するとともに、住民グループや団体などが自ら取り組

む地域福祉の充実や地域活力の向上につながる事業のほか、地域経済の活性化、さらには

将来の雇用創出が期待できる事業などの持続的な発展をめざしたまちづくり・まちおこし
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を支援する「元気なまちづくり総合補助金」の制度を創出してまいります。 

 いずれにしましても、合併新法に基づく期限が平成２２年３月とされており、当面は自

立の方向で厳しい状況を乗り切りながら、町民の総意でまちの将来を決める一歩を踏み出

してまいります。 

第２に「安心して暮らせる福祉の町をつくります」についてでございます。 

すべての人は、一人の人間として、自分らしく心豊かに生活をしていきたいと考えてい

るはずです。そのためにも健康で安心して暮らせるまちづくりをめざしていかなければな

りません。 

様々な福祉の制度が毎年のように改正され、それに伴い各種サービスの利用は拡大して

きていますが、少子高齢化の影響に加え財政状況が非常に厳しい中、町はもちろんのこと

地域や関係福祉団体との協力、町民が互いに助け合うことの重要性が増してきております。 

まず、福祉と健康の拠点施設である総合福祉センター「うらら」の機能を活用した各種

健康相談や健康診査、健康教育などを継続し、少しでも多くの方が気軽にサービスが受け

られるよう利用しやすい環境や相談体制の充実を図ってまいります。 

高齢者福祉につきましては、高齢者の方々が健康で安心して、元気に生活できるよう、「老

人クラブ連合会」や「高齢者事業団」などの活動に対する補助を継続するほか、「災害弱者

緊急通報装置設置事業」「愛の声かけ訪問事業」「訪問サービス事業」など、お年寄りの日

常生活を支える事業を継続してまいります。 

さらに、高齢者が自立した生活が送れるように「ホームヘルプサービス事業」「ショート

ステイ事業」「除排雪サービス事業」「配食サービス事業」や「通所型介護予防事業」など

の在宅サービス、さらには交通手段を持たない高齢者や身体障がい者の通院のための「移

送サービス事業」を継続し、見直すべき点は見直し、さらに充実し実施してまいります。 

また、高齢者の総合的相談窓口である「地域包括支援センター」を中心として、地域の

高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助、支援、総合相談などを包括的

に行ってまいります。 

次に、障がい者福祉につきましては、障がいを持つ人が安心して暮らすことができるよ

う「介護給付費」や「訓練等給付費」などの自立を促す支援事業を継続するほか、市町村

ごとに実施する「コミュニケーション支援事業」「移動支援事業」「日中一時支援事業」な

どのほか、昨年新規事業として実施しました外出時の支援を行う「障害者外出支援サービ

ス事業」の対象範囲を拡大して実施するほか､障がいを持つ人の交流の場である地域活動支

援センター「きらきら本舗」への運営費補助を継続してまいります。 

高齢者や障がい者に対する福祉の推進にあたっては、地域自治会やボランティアの協力、

さらに町民と行政の協働による「地域で支えあい」が必要だと考えておりますので、その

仕組み作りに取り組んでまいります。 

次に、子どもの健やかな成長を願う政策でございます。 

子育てに対しても厳しい社会情勢の中、親になろうとする若者たちに安心して子どもを

生み育てることができる環境を整え、子どもが健やかに成長できるような町をめざしたい

と考えております。 

 まず、親が子どもを安心して自信を持って育てることを手助けするため、地域の子育て

支援の拠点となる「子育て支援センター」の平成２１年度開設をめざし、関係職員による
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内部検討や先進地視察、町民の意見をいただきながら準備を進めるほか、皆様からの要望

の強かった児童生活館の春休み期間の開設を本格的に実施してまいります。 

そのほか、乳児健康診査や各種予防接種の充実、むし歯予防教室など、従来からの事業

を継続するとともに、従来年２回としていました妊婦健診に対する助成を年５回に拡大し、

超音波検診助成も新たに実施してまいります。 

また、障がい児を持つ親の不安を解消するための交流の場や気軽に利用できるような環

境を整える「障害児支援体制整備事業」を実施してまいります。 

医療関係では、この４月からの医療制度改革により、高齢者に対する医療が、現在の老

人保健制度から後期高齢者医療制度に変わることから、運営主体である「北海道後期高齢

者医療広域連合」との連携を密にし、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう努め

るとともに、本年度から実施される特定健診につきましては､対象年齢や健診項目を町独自

に拡大し、町民の健康を守るために一層の充実を図ってまいります。 

また、国民健康保険、介護保険、老人保健、後期高齢者医療の特別会計の健全な運営に

努めるとともに、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費、乳幼児医療費などの助成事

業の継続と道補助金の廃止に伴う激変緩和のため、町の単独で老人医療費の助成事業を行

ってまいります。 

 さらには、町の福祉の中核団体である社会福祉協議会や訓子府福祉会、各種福祉団体な

どに対しボランティア活動も含め様々な福祉活動を支援していくほか、本年度は、法務省

の事業により人権思想の普及・高揚を図るため「地域人権啓発活動事業」にも取り組んで

まいります。 

また、事務の効率化を図るため社会福祉協議会の会計システムの導入に対し支援してま

いります。 

第３に「子どもたちが元気に育ち、明るく学ぶ町をつくります」についてでございます。 

子どもを持つすべての親は、「丈夫な体と優しい心を持った子ども」を育てたいと願ってお

ります。「子育てとは人育て」と言われるように、次代を担う子どもたちの育成はまちづく

りの基本になるものであり、それだけに心豊かにそして確かな学力を育む環境づくりは重

要であります。 

幼児期の情緒を育む事業として、図書館で行われている読み聞かせや子ども映画会、児

童生徒への図書の貸出サービスの拡充を図るため、各学校への移動図書などについて継続

して実施してまいります。 

幼稚園・保育園関係につきましては、子育て相談の充実や障がい児保育のための補助員

の配置を継続するとともに、保育時間の延長につきましては、保護者の意向調査を実施し

た結果、希望者が多かったこともあり、今年度から登園・降園ともに３０分の保育時間の

延長を実施してまいります。 

学校教育につきましては、子どもたちの個性を大切にしたきめ細かな指導を推進するた

め、道費負担による教職員の加配をはじめ、小中学校に町費負担の臨時講師（訓小・訓中

各１名）を配置するとともに、学校の食育に関する指導を推進するため、訓子府小学校に

栄養教諭の配置も行ってまいります。 

また、特別支援教育が学校教育法に位置づけられたことから、特別な支援が必要な児童

生徒への適切な指導及び必要な支援を図るため、訓子府小学校に特別支援教育支援員１名
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を配置してまいります。 

学校施設の整備につきましては、現在各家庭でのトイレの洋式化が普及してきているこ

とから、小学校トイレ便器洋式化事業（訓小１２基、居小６基）を実施するとともに、訓

子府小学校スクールバンドと訓子府中学校吹奏楽部に対して楽器の購入をしてまいりたい

と考えております。 

さらに、生徒が生きた英語に触れ国際感覚を身につけるため、語学指導助手を引き続き

配置するなど教育環境の充実に努めてまいります。 

訓子府高等学校の存続問題につきましては、全道的に高校の再編整備が進む中で、平成

２０年度の出願者数は５９人と、何とか２学級を確保できる見込みになっていますが、依

然として厳しい状況にあります。 

今後も、生徒の確保や進路指導の充実に向けた助成、さらには「訓子府高等学校教育振

興会議」「訓子府高等学校体育文化後援会活動費、マーチングバンド全国大会出場加算分」

を含めて支援などを行い、訓子府高等学校の生徒へのスクールバス乗車についても引き続

き実施してまいります。 

訓子府高等学校存続に向けて、学校機関と教育委員会は勿論のこと、地域の代表者も含

めた訓子府高等学校教育振興会議が一体となって町ぐるみで取り組んでまいります。 

第４に「みんなで学び合い、文化の町をつくります」についてでございます。 

先にも申し上げましたとおり、まちづくりの基本は人づくりであります。昭和５９年に制

定された「教育目標」に掲げられた「知」「徳」「体」「勤労」「社会」を備えた人格形成は

町民の「学び」と「文化」「スポーツ」活動を通じて実現されるものでございます。 

そのための環境づくりを一層充実していく必要があります。 

人格形成に大きな役割を担う社会教育・社会体育活動を推進するため、「いつでも・どこ

でも・だれもが自由に学習できる環境の提供」を目標に、各種学級・講座やスポーツ教室・

大会の開催をはじめ、芸術・文化の鑑賞機会の確保や展示・発表会を開催してまいります。 

町民の町民による町民のための社会教育・社会体育活動の推進に向けて、指導者養成や

各種団体・サークルの育成などの各種活動を支援してまいります。 

子どもたちの自主性・主体性を育む各種活動を推進するため、子ども放課後・週末支援

事業「竹の子クラブ」の実施や、日出・大谷地域の皆さんが開設した「みつばちクラブ」

への支援、さらには、子どもを対象としたスポーツ教室の開設やスポーツ少年団活動への

支援など、子どもたちの健やかな育成と健全育成を図る環境づくりに努めてまいります。 

姉妹町である高知県津野町との交流事業は、従来の産業交流の他に、本年度から小学生

を対象とした交換留学を実施し、開拓者精神を学びつつ、異なる自然・歴史・文化・産業・

体験を通じて、２１世紀に生きる子どもたちの交流を行っていきたいと考えております。 

学びの拠点である公民館やスポーツセンター、図書館、歴史館をはじめとする社会教育・

社会体育施設が有効に利用されるよう、施設の運営や適正な維持管理に努めてまいります。 

第５に「農業も商工業も将来に夢がもてる元気な町をつくります」についてでございま

す。 

 町の活力の根幹は産業振興であります。冒頭でも述べましたが、現在北海道の経済は依

然として低迷しており、経済循環の悪さが本町まちづくりの中心となる産業に大きな打撃

を与えている状況でございます。 
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 まず、本町の基幹産業である農業の振興についてでありますが、ＷＴＯ／ＦＴＡ交渉の

進展や「品目横断的経営安定対策」の導入に加え営農諸資材等の高騰など、農業情勢は大

変厳しい状況にあります。さらに昨年は、６月以降の降雹被害や集中豪雨など、本町農家

経営に与えた影響は多大なものがあります。 

こうした厳しい状況を乗り越え、生産物の安心・安全といった消費者ニーズに応えるた

めに、今後も「きたみらい農業協同組合」と十分な連携を図りながら農業行政を推進して

まいります。 

 農業振興施策として「農業技術対策事業」や「農業振興対策事業」、「シストセンチュウ

の蔓延防止対策」などへの補助を継続するとともに、「農業経営基盤強化資金」や「次世代

農業者支援融資」、「営農施設災害復旧資金利子補給」の継続に加え、新たに雹害対策とし

て「気象災害対策資金」にも利子補給を実施してまいります。 

 畜産業に関してですが、「家畜資質改善対策事業」や「乳牛検定事業」「酪農ヘルパー事

業」「畜産環境整備事業」などに対する補助を継続するとともに、町内酪農の生産基盤整備

を行う「公社営畜産担い手育成総合整備事業」を継続するなど、経営安定と飼養環境の向

上に努めてまいります。 

 農業基盤整備につきましては、「訓子府西・東部・南部地区道営畑総事業」で暗渠排水、

区画整理などを継続事業として実施するほか、新規事業として「北見南地区道営畑総事業」

による面的整備及び「道営西富地区かんがい排水事業」で紅葉川の排水路整備を実施いた

します。 

 また、「道営柏丘Ⅱ期地区農免農道整備事業」及び「道営高園地区一般農道整備事業」に

より整備していた南９線及び西２６号線道路が本年度で完了いたします。 

 農地環境の保全を図るため、昨年度より実施している西富地区の「農地・水・農村環境

保全向上共同活動支援事業」の継続実施と、新たに清住・実郷２地区の採択に向けて要望

してまいります。 

また、河川への汚泥流入原因究明のため、北海道の事業で行われる農地防災機能増進事

業（２ヵ年）に取り組んでまいります。 

さらに、北海道治山事業である「小山田の沢」の整備を継続してまいります。 

 農地の流動化の推進及び後継者の配偶者対策につきましては、農業委員会や農業協同組

合など関係機関と引き続き連携を密に対応していくとともに、農地管理の適正化を図るた

め「農地地図情報システム」の導入を行います。 

 なお、懸案となっております常呂川河川敷地払い下げにつきましては、財務省、国土交

通省を始め、北海道など関係機関に対する要請に引き続き努力してまいります。 

訓子府土地改良区につきましては運営の円滑化を図るため、事務事業の執行について支援

を継続してまいります。  

林業関係につきましては、経営の健全化と民有林の健全育成のため、広域的な民有林育

成指導を展開している新生紀森林組合に対する「民有林育成指導事業」に対して補助を継

続してまいります。 

 また、森林育成と農業被害防止のため、猟友会訓子府部会に「有害鳥獣駆除協力補助金」

などを継続してまいります。 

 林道の整備につきましては、道の代行事業として町有林の「吉井沢線林道整備」を継続
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して進めてまいります。 

商工業の振興につきましては、指導的役割を担っております商工会及び商店街協同組合

に対し、補助を継続してまいりますとともに、「ふるさとまつり・さむさむまつり」などの

開催を通して、地域の振興・活性化を図るため産業観光振興協議会に補助を継続してまい

ります。 

また、商工業を取り巻く環境が依然として厳しい中、「中小企業特別融資利子補給」制度

などを継続実施してまいります。 

町内の消費購買力が依然として低下している状況のもと、商店街の有効な振興策が求めら

れており、その実情を把握し、活性化策を構築するため、道内大学などの協力をいただき

ながら、商工業振興調査事業を行うとともに、魅力ある商業活動を推進するなどの取り組

みについて、商工会及び商店街協同組合と連携してまいりたいと考えております。 

また、農業交流センターにおいて継続的に地産地消をテーマとした加工講習を開催、地

域活性化に向けた取り組みを推進してまいります。 

労働関係につきましては、「連合北海道訓子府支部活動費補助」「季節労働者生活資金貸付

及び利子補給」制度などを継続するとともに、昨年度から冬期間の雇用確保対策としての、

町有林の管理作業委託を引き続き実施してまいります。 

 また、季節労働者の雇用対策として、広域事業で雇用の安定化を図るため、各種資格取

得等への支援を行ってまいります。 

第６に「環境を考えた住みよい町をつくります」についてであります。 

快適で衛生的な生活環境のため、農業集落排水処理施設は今後も維持管理に万全を期す

とともに、実践会地区における個別排水処理施設整備につきましても、合併処理浄化槽方

式の水洗化事業を推進するための「水洗便所改造等資金貸付制度」を継続するなど生活環

境の向上に努めます。 

上水道事業につきましては、水道水の安定供給を図るため大谷浄水場をはじめ、配水管

網や既存施設の適正な維持管理に万全を期すとともに、安全で安定した水の供給を図るた

め清住浄水場ろ材（イオン樹脂）交換事業を実施してまいります。 

次に、安全で快適な道路網の整備についてですが、北海道横断自動車道網走線の整備に

つきましては調査設計が進み、用地買収も本格的に進められる予定です。また、現在オロ

ムシ川の橋梁も一部進められておりますが、整備促進に向けて道内関係市町村による建設

促進期成会を通じて、関係機関への要請活動を進めてまいります。 

また、町道網の整備では、「町道南１３線交通安全施設整備事業」として、改良舗装６０

４mm を行うほか、東町仲通東線道路整備事業として改良舗装２１５ｍ、幸町線実測線調査

事業により訓子府駅構内を結ぶ南北道路の設計を実施してまいります。 

単独事業としましては、町道舗装補修や区画線設置、若富地区北１条線歩道整備のほか、

保有する道路維持用車両の有効活用により、道路の補修や迅速な除排雪などを行い、安全

で効率的な道路交通網の確保に一層努めてまいります。 

町営住宅整備関係では、経費節減に配慮しつつ、高齢者世帯や新婚世帯等に配慮した末

広団地（１棟４戸）改修と定住対策として、空き家になっている教職員住宅をリニューア

ルするため、定住促進空家活用事業により２棟４戸を整備してまいります。 

また、消防法の改正に伴い住宅に火災警報器設置が義務付けられたことにより、本年度
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から２年計画で町営住宅全戸に火災報知器を設置いたします。 

河川環境整備事業では、オロムシ川・ポンケトナイ川の早期完了並びに、オシマ川・シ

ルコマベツ川の早期着工につきまして、各関係機関に要請活動を続けるほか、「河川改修整

備事業」により日の出排水河川改修整備事業を行ってまいります。 

また、各実践会や河川愛護組合に対する河川維持報償金を継続して、排水能力の維持向

上と災害の未然防止につなげてまいりたいと考えております。 

林地保全と小河川の安全確保に必要な治山事業については、引き続き要整備箇所施工の

要請活動を重ねてまいります。 

１００年におよび町民の交通手段として産業・教育・生活を支えてきたふるさと銀河線

は一昨年をもって廃止されて、昨年は「跡地利用等検討協議会」などを通じ、幅広いご意

見をいただき、レールや枕木の撤去を終えました。今年度も不用物の撤去を進める一方で、

穂波・西富の「バス待合施設」を設置してまいります。 

さて、町では交通事故の撲滅をめざし交通安全に取り組んでいるところですけれども、

町内では平成１６年から１８年まで３件の死亡交通事故が連続して発生しておりました。

幸いなことに昨年は死亡事故はありませんでしたが、死亡事故にまで至らない事故が毎年

２０件前後発生しており、その内約７割が交差点での事故となっています。 

本年度も「交通事故死ゼロの日 目標毎日」を掲げて、関係機関・団体、地域と一体と

なり、啓発活動に積極的に取り組むほか、交通安全協会など関係団体への補助を継続する

とともに、危険な交差点等の安全確保に配意してまいります。 

さらに、防犯協会、暴力追放推進協議会への活動費補助を継続し、明るいまちづくりに

一層努めてまいります。 

消防体制につきましては、この３月から北見地区消防組合管内の１１９番通報が全て北

見消防署の通信指令室で受付けることになり、緊急時の消防・救急体制が効率化され、よ

り迅速に対応できるようになりました。 

町民の生命と財産を守るための中心となる訓子府消防団へ引き続き支援を行っていくと

ともに、北見地区消防組合や関係機関と連携を強化し、より迅速に対応してまいります。 

本年度は、救急自動車に搭載する除細動器の更新を行い、公共施設に設置した除細動器

と合わせて、より一層の救命率の向上に努めてまいります。 

地域に根ざした消防団の活動を安定させ強化するため、消防団互助会及び消防後援会に

引き続き補助を継続するとともに、江別市で行われる消防団員の全道消防操法大会の出場

と本町を会場として、行われる北見分会連合消防演習への支援をしてまいります。 

昭和４３年に建設され、老朽化が進む消防庁舎については、現在進めている建物の耐震

調査の結果により、財政の状況や他事業との関連などを見極め、消防団や町民の皆様のご

意見を聞きながら、幅広い手法の検討を進めてまいります。 

第７に「効率的な行政、健全な財政をめざし行政改革をすすめます」についてでござい

ます。 

町の財政につきましては、冒頭でも申し上げましたが、今後も厳しい状況が見込まれて

おり、歳入が大きく増える要素の少ない中、財政調整基金取り崩しや町債に頼る財政運営

を強いられているところでございます。 

今後も、行政改革をさらに強化することで歳出を縮減するなど、簡素で効率的な行財政
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運営をめざすこととし、昨年度開催した町民参加による「財政分析」に引き続き、本年度

中に財政健全化戦略プランを策定し、町民の皆様とまちづくり懇談会などを通じてご意見

やご提案をいただいてまいります。 

さらに、本町の特定する事業へ共感する町内外の人たちが寄付を通じて社会投資し、ま

ちづくりに参加できる仕組みとして「訓子府ふるさとおもいやり寄付」制度を創設します。 

こうした施策の応援団とも言える３０周年を迎えた札幌くんねっぷ会、さらに東京くん

ねっぷ会の再結成を通じて、寄付の輪を広げてまいります。 

また、地域に密着し町民の目線に立った行政運営を通じ協働のまちづくりを進めるため

の「地域担当職員の配置」について、現在町内会や実践会のご意見などをいただきながら

内部での協議を進めているところでございます。 

町内会や実践会との調整が整い次第、職員の配置について議員の皆様にもご説明申し上

げ、なるべく早い段階で事業の実施を行っていきたいと考えているところでございます。 

また、国や地方公共団体との情報や通信の共有を目的として、平成１５年から導入して

いる、総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷＡＮ）機器を更新し、さらに行政事務など

の効率化を図ります。 

私は、就任当初より「当面、副町長を置かない」ことで約１年が経過しました。その間、

課長の権限と責任を拡大し、職員に大きな負荷をかけてきているところでございます。町

民の皆様にもご不自由をおかけしていることとは思いますが、厳しい財政状況を乗り切る

ためにも、本年度もこのシステムを引き続き行ってまいりたいと思いますのでご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

職員につきましても、職員研修を充実し、自己研鑽
けんさん

を奨励し全体の奉仕者として能力と

意欲を十分に発揮し、町民の目線に立った仕事をすることを基本に、地域活動やボランテ

ィア活動への積極的な参加を奨励するなど、町民の皆様の役に立つ役場づくりに努めてま

いります。 

こうした「役場力」に最近の新たな住民活動の動きを見ていると地域新エネルギー創出

に向けた組織の設立や若者有志による「祝花火 めざせ１，０００発」の取り組みなど、

町の活性化を「町民自身の手で」の考えが広がってきているところでございます。 

町民自治やボランティアなどの「町民力」を、さらには議員の皆様のお力を加えて、冒

頭で申し上げた「みんなで創る訓子府の元気」を考え、「訓子府の底力でふるさとの未来を

拓く」まちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

以上、平成２０年度の町政執行に向けて、所信の一端と主な施策について述べさせてい

ただきましたが、私は、全ての町民の皆様がますますふるさと訓子府町を好きになり、そ

して住みやすい町を実感していただくため、今年度も全力を挙げて取り組む決意でござい

ます。 

改めまして、町民の皆様と町議会議員の皆様の一層のご理解、ご指導、ご協力を心から

お願い申し上げまして、平成２０年度の町政執行方針とさせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） 教育長。 

○教育長（山田日出夫君） 平成２０年第１回定例町議会の開会にあたりまして、教育委

員会所管の教育行政執行方針について申し上げまして、町議会議員の皆様並びに関係機関、

町民の皆様の深いご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
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 今日、わが国においては、国際化の進展や情報化、少子高齢化の進行による家庭、地域

などの社会状況の変化や子どもたちを取り巻く環境の大きな変容などへの対応が大きな課

題となっております。このような中、教育基本法の改正を受け、昨年は教育三法が改正さ

れるなど、教育を取り巻く環境も大きく変化しております。また、国においては現行学習

指導要領の「生きる力」を育む理念を引き継ぐ、新しい学習指導要領案の公表が行われる

など、学校教育の改革・改善も進められております。  

しかし、どのような時代にありましても、子どもたちが健やかに成長できる環境に取り

組んでいくことが必要であり、これらの動向を十分注視しつつ、新しい時代に向けた取り

組みを進めていかなければなりません。 

このような状況の中、学校教育においては、子どもたちが、学ぶ楽しさを感じながら個

性や能力を伸ばしていける教育環境づくりに努める必要があります。また、社会教育にお

いては、生きがいとゆとりある人生を過ごすため、生涯にわたり自由で主体的な学習活動

を行うことができることが大切であります。そのためには、本町の教育目標の「知」「徳」

「体」「勤労」「社会」の５領域において、第５次訓子府町総合計画の基本目標であります

「こころ豊かで生きがいあふれるまちづくり」をめざした教育行政の推進に努めてまいり

ます。 

はじめに『学校教育の充実』についてであります。 

学校教育においては、子ども一人ひとりが学ぶ意欲を高め、確かな学力を身に付けると

ともに、豊かな心と健やかな体など生きる力を育む教育活動を展開しているところでござ

います。特に、確かな学力の向上については、昨年度実施しました「全国学力・学習状況

調査」の結果に基づき指導方法の工夫・改善を図っていくことが必要であり、調査結果を

十分活用し適切に取り組むとともに、本年度も文部科学省の方針に沿って実施し学力向上

に努めてまいります。また、道の加配措置と町単独の臨時講師を引き続き配置し、きめ細

かな学習指導の充実などにも努めてまいります。 

 児童生徒の生活指導につきましては、今日、全国的に児童生徒に関わる事件・事故が発

生していることから、学校における生徒指導のなお一層の充実が求められております。命

を大切にする心、善悪の判断などの倫理観や規範意識、他人を思いやる心などを育むこと

が重要であり、道徳の時間をはじめ、学校教育活動全体を通して豊かな心を育む教育を推

進してまいります。特に、いじめや不登校問題は児童生徒が発する心のサインでございま

すので、それを敏感に受け止め、状況を的確に把握するとともに、学校全体で迅速かつ適

切に対応し、学校、家庭との連携を図りながら、児童生徒や保護者の不安・悩みを受け止

める教育相談体制等の充実にも努めてまいります。  

また、基本的な生活習慣として、幼稚園（保育園）、小中学校・高校の共通目標である「あ

いさつ（声かけ）運動」を継続してまいります。 

 児童生徒が、健やかにたくましく成長するためには安全の確保や心身の健康が極めて重

要であります。このため、児童生徒の安全・安心を地域ぐるみで守り育てることが大切で

あります。「スクールガード・リーダー」による学校巡回の継続や家庭・地域・関係機関団

体等との連携・協力による各種安全対策事業の定着を図ります。また、学校においては、

安全教育の充実や危機管理体制の点検、防犯教室・防犯訓練の実施など、安全対策の充実

に努めてまいります。さらに各種健康診断、健康教育、相談体制の充実や体力づくりを推
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進してまいります。 

校舎等の耐震診断につきましては、昨年度、訓子府小学校の校舎の２次診断を実施した

ところでありますが、３月中旬までにまとまる予定の診断結果等を踏まえ対応してまいり

ますとともに、訓子府小学校・居武士小学校体育館、他の該当施設につきましても、今後、

総合的に判断しながら検討してまいります。 

 特別支援教育につきましては、現在も訓子府小学校に情緒障害学級や知的障害学級・肢

体障害学級・ことばの教室を訓子府中学校には情緒障害学級を設置し、適切な就学に努め

ております。特別な支援が必要となる児童の増加等に伴い、学校における特別支援教育の

支援体制の充実を図るため、訓子府小学校に特別支援教育支援員１名を配置し、きめ細か

な対応に取り組んでいくとともに、幼稚園（保育園）・学校・関係機関等と連携を図り、適

切な支援に向けてまいります。 

経済的に就学困難な児童生徒に対しましては、就学援助などのきめ細かな対応に努めて

まいります。 

スクールバスの運行につきましては、運転者と児童生徒とのコミュニケーションや乗車

マナーの指導なども含め、安全運行に努めてまいります。また、本年度も引き続き訓子府

高校生も乗車させてまいりたいと考えております。 

 教職員につきましては、子どもたちの人格形成を目指して、その育成を促す重要な役割

を担っているところであります。教育の専門家としての確かな指導力や豊かな人間性など

を高めることが求められております。このため教員には常に研究と修養に努め専門性の向

上を図ることが必要であり、絶えず主体的に研修を積み重ねていくことができるよう校内

研修・学校教育指導訪問の充実を図ります。また、各種研修事業等への支援や参加の促進

を図るとともに、教職員の能力・資質の向上と学校の活性化を図り、その成果を児童生徒

に還元する目的のため、全道統一しての学校職員評価制度を実施してまいります。さらに、

教職員としての自覚を高め、モラルの向上や服務の徹底を図るとともに、教職員の健康管

理などの福利厚生に対しましても支援してまいりたいと思います。 

 国際理解教育では、次代を担う子どもたちが国際的感覚と行動力を身につけることが必

要であります。このため、引き続き語学指導助手を配置し、英語による基礎的・実践的な

コミュニケーション能力のより一層の向上を図ってまいります。また、中学校をはじめ幼

稚園・各小学校・高校への派遣や公民館講座などの活用により、多くの町民に語学教育や

外国の歴史・文化・伝統にふれあう機会を提供してまいります。 

 情報教育につきましては、児童生徒にコンピュータの基礎的操作の習得と併せ、授業に

おける効果的な活用や適切な情報を主体的に収集、選択し活用できる情報活用能力、さら

に情報モラルなどを含めた育成に努めてまいります。 

 学校は、自らが説明責任を果たし、地域に信頼され開かれた学校づくりを推進すること

が重要であります。このため、「学校だより」を全戸配布するなど積極的に情報提供を行い、

公開授業を実施してまいります。  

さらに、学校評議員や学校評価等を活用し保護者や地域住民の声を活かした学校運営の

改善・充実を図ってまいりますほか、「訓子府町幼小中高教育推進会議」により、諸課題の

解決に向けた取り組みを進めてまいります。 

 次に各学校等について申し上げます。 
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幼稚園につきましては、義務教育及びその後の教育の基礎が培われる極めて重要な時期

であることを踏まえ、幼児の健やかな成長のため、家庭、地域、幼稚園が十分な連携を図

り、一層の幼児教育の充実に努めてまいります。また、保護者の就労形態の多様化などか

ら家庭での保育が困難な保護者のニーズに対応するため、登園時間を３０分早め午前７時

３０分からお預かりすることとし、午後４時３０分からの延長保育につきましても、最長

午後６時３０分まで３０分延長してまいります。 

さらに、幼稚園は昭和５３年４月開園以来３０年の大きな節目を迎えることから、記念

誌を発行するほか、平成２１年度からの新幼稚園教育要領の完全実施に向けた取り組みに

努めてまいります。 

また、障がい児保育のための保育補助員の配置や小・中・高校等学校、老人福祉施設な

どとの交流・連携にも積極的に取り組んでいくほか、子育ての悩みや子育ての不安が増大

している状況を踏まえ、気軽に相談できるよう相談室や園庭を子育て情報交換の場として

活用できるような環境にも継続して努めてまいります。 

 訓子府小学校につきましては、教科用教材やスクールバンド用楽器の更新、児童用トイ

レ便器の一部洋式化など、施設や教育環境の整備・充実に努めてまいります。また、本年

度も引き続き町単独の臨時講師を配置するとともに、本年度から新たに特別支援教育支援

員を配置するなどサポート体制の充実を図ってまいります。 

 居武士小学校につきましては、印刷機の更新のほか、教科用教材や図書・屋外音響設備

の整備・充実などに努めてまいります。 

 訓子府中学校につきましては、本年度も吹奏楽・楽器の更新のほか、教科用教材の購入、

部活動補助や図書の充実などに努めてまいります。  

また、町単独の臨時講師を配置し、各教科・特別活動等の指導体制の充実に努めてまいり

ます。 

 町から事務の一部委任を受けております保育園の運営につきましても、幼稚園と同様に

家庭での保育が困難な保護者のニーズに対応するため、各施設におきまして登園時間を３

０分早め午前７時３０分から、降園時間も３０分延長し午後４時３０分までとし、通常保

育時間を１時間延長してまいります。また、午後４時３０分から引続き行われております。   

延長保育につきましても、最長午後６時３０分まで３０分延長し、保護者のみなさんが

安心して働くことができ、ゆとりをもって子育ての喜びを味わうことができるよう保育時

間を延長してまいります。また、子育ての相談窓口としての子育てトークの開催や未就園

児と保護者が活動する機会を設ける「保育参加」の園開放などにも努めてまいります。 

学校給食センターにつきましては、子どもたちの健全な食生活と心身の成長を図るため、

生きた教材である学校給食の果たす役割がますます高まっております。このため、本年度

から訓子府小学校に栄養教諭を配置し、全学校での食に関する指導や望ましい食習慣が身

に付けることができるような体制の充実に努めてまいります。また、成長期にある子ども

たちの健全な発達のため、衛生的で安全なおいしいく栄養バランスに心がけた給食の提供

を進めます。そのためにも、国産・道内産や地場農産品、減農薬野菜などの安全な食材の

積極的な活用に引き続き努めてまいります。 

 訓子府高等学校につきましては、昨年度に公表された「公立高等学校適正配置計画」に

より毎年度見直しされることから、平成２０年度以降の生徒確保が大きな課題となってお
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ります。このため、新たな支援も含め引き続き訓子府高等学校教育振興会議等を通じた支

援策を講じ「進路決定率１００％」「部活動の活発化」などの学校の教育活動等と一体とな

ってＰＲに努め生徒確保に努めてきたところであります。この結果、平成２０年度の出願

状況は前年度より大幅に増加する見込みとなりました。しかし、依然として訓子府高校の

置かれている状況は厳しいものがあり、特に平成２１年度は、この網走中学区における、

中卒者数が大幅に減少することが見込まれていることから、より一層、積極的な募集活動

を図るなど、関係機関・団体等との連携を強めながら、来年度以降の入学生確保に取り組

むなど、存続に向けた積極的な各種施策等を図ってまいります。 

次に、『社会教育の振興』についてであります。 

「いつでも、どこでも、誰もが自由に学べる生涯学習社会を目指して」を基本理念とし

て、個人やグループなど全ての人が自由に学習しながら成長できる環境の確保が必要にな

っています。 

そのために、住民のあらゆる学習活動への支援を図るのはもちろんのこと、学校教育と

社会教育における情報の共有や事業の連携、生涯学習情報紙「まなベル」の発行、チラシ、

インターネットなどによる各種事業の情報提供を継続してまいります。 

青少年教育につきましては、遊びを通じて野外活動やスポーツ・異年齢集団活動など、

子どもたちの放課後や週末の活動拠点として「竹の子クラブ」の実施はもとより、居武士

小学校区で自主的にスタートした「みつばちクラブ」への継続支援を図るとともに、リー

ダー養成研修等を実施してまいります。また、子どもたちを犯罪から守り安全を確保する

ための「子ども１１０番の家・車」「安全パトロール隊」事業を継続し展開してまいります。 

子どもたちの健全育成を図るためには、学校ばかりでなく家庭や地域における教育力が重

要であることから、三者の連携による環境づくりや取り組みにも努めてまいります。 

青年の学習活動につきましては、青年活動の場の確保、各種研修会や大会への派遣及び指

導者養成に努めてまいります。 

成人教育につきましては、多様化するニーズや現代的な課題に対応するため、「公民館講

座」や「はぐくみ講座」、「男女共同参画講座」等の開催、さらには自らが様々な課題に取

り組むための「マイプラン・マイスタディ事業」への支援をしてまいります。また、子ど

もたちの健やかな成長を願い家庭・学校・地域の連携を促進するための取り組みや教育環

境の整備に努めてまいります。 

 高齢者教育につきましては、多様化する社会に対応する力や健康で生きがいを高める自

主的な学習活動をしている「若がえり学級」を支援していきます。また、高齢者のもつ知

識や経験などを町の学習・芸術・文化活動や異世代交流などに幅広く活用でき､そのことが

喜びにつながるような環境づくりに配慮してまいります。 

芸術・文化につきましては、心を豊かにし人生を有意義なものにする芸術・文化の鑑賞

機会や学習の場を設けるため、「町民芸術劇場」の開催や文化団体・サークル活動への支援

や発表活動などの機会を設けてまいります。 

さらに、児童生徒の書道や絵画、工作などの発表の場を設けるため「ジュニア・アート・

フェスティバル」を継続開催してまいります。 

また、歴史館を拠点として住民共有の財産である郷土の歴史・文化を保護・保全してま

いります。 
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地域の伝統文化を伝承するため、児童生徒などへの「語りべ事業」を展開するとともに、

高齢者などの豊富な知識や経験を活かした伝統文化をデジタル映像として記録保存をして

まいります。 

 さらに、図書館と歴史館をつないだ空間で「子どもまつり」を開催するなど、施設の有

効利用も図ってまいりたいと思います。 

 公民館につきましては、団体や個人が気軽に芸術・文化そして学習活動を発表できる場

としてロビーを開放し、より意欲的な活動ができるように支援体制を図るとともに、利用

者懇談会などを開催し、より親しまれる公民館として努力してまいります。また、利用予

約のない午後５時以降の夜間を閉館にするなど、施設の利用効率を高めながら経費の節減

に努めてまいります。 

図書館につきましては、蔵書や資料の充実、「本の宅配サービス」や「移動図書」を継続

するとともに、幼児期より読書力を高めるため講演会や「読み聞かせ会」などを継続実施

してまいります。また、「町民の本棚」としての利用促進はもちろんのこと、郷土資料の収

集・保存に努め、町民からの資料の寄贈、寄付の呼びかけを継続するとともに、「古本市」

などの事業を通じて図書館のＰＲに努めてまいります。 

他の図書館とネットワーク化されている蔵書検索システムを活用し、より連携を強める

ため業務システムの更新を行い、住民への広域的な情報提供サービスの向上を図ってまい

ります。 

 次に、社会体育につきましては、心身ともに健康で活力ある生活を営むために有効な手

段でありますスポーツを振興し、スポーツ人口の底辺拡大のために、各種スポーツ教室や

管内・全道規模の「ＫＡＰＰＡマスターズ水泳大会」、「オホーツク玉入れ選手権大会」を

継続開催してまいります。 

また、年間を通じて実施しております「生涯健康づくり促進事業」については、健康・

体力づくりを図りながら、さらに住民の健康に対する意識が高まるよう努力してまいりま

す。 

学校の体育授業に地域の指導者を派遣しております「地域スポーツ指導者派遣事業」の

継続や各種スポーツ団体活動の促進、指導者の養成や研修会等への派遣事業を進めてまい

ります。 

社会体育施設の維持管理につきましては、スポーツセンターの高圧ケーブル、温水プー

ルの塩素監視用残留塩素計、パークゴルフ場の乗用芝刈り機を更新し、施設の整備に努め

てまいります。 

 また、温水プールの開設期間や時間を一部短縮し、利用形態と経費節減の均衡を図るな

ど、各施設につきましても、一層、効率的な運営を図りながら、安全で快適な環境づくり

に努めてまいります。 

社会教育・社会体育に関連する団体等への支援につきましては、文化連盟、体育協会、

青少年団体、成人団体など自主的な文化・スポーツ活動を行っている各種団体及び、町内

で開催される管内規模以上の大会に対して補助を継続してまいりたいと思います。 

 以上、平成２０年度の教育行政に係る主要施策等について申し上げましたが、その執行

にあたりましては、町民の皆様の期待と信頼に応え、学校、家庭、地域、関係機関団体等

と一体となって、地域に根ざした教育行政の推進に努めてまいりますので町民の皆様並び
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に町議会議員の皆様の深いご理解とご協力を心からお願い申し上げ、平成２０年度の教育

行政執行方針とさせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） ここで午後２時１０分まで休憩にいたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 ２時１０分 

 

 

    ◎議案第１７号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号、議案第 ７号、 

議案第 ８号、議案第 ９号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号、 

議案第１３号 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。この際、日程第１１、議案

第１７号、日程第１２、議案第２１号、日程第１３、議案第２２号、日程第１４、議案第

２３号、日程第１５、議案第７号、日程第１６、議案第８号、日程第１７、議案第９号、

日程第１８、議案第１０号、日程第１９、議案第１１号、日程第２０、議案第１２号、日

程第２１、議案第１３号は、関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

議案第１７号から順次説明を願います。 

福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の６４ページをお開き願います。 

 議案第１７号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する制定につ

いて、提案説明をさせていただきます。 

 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第６号）の一部を改正す

る条例を制定しようとするものであります。 

別紙でありますが､６５ページの改正条例案をご説明いたします。 

平成１８年の改正条例附則第３条におきまして、平成１８年度及び平成１９年度におけ

る保険料率の特例について規定をしておりますが、これは平成１７年度の税制改正により

老年者の非課税限度額が廃止されたことに伴い、保険料段階が引き上げられる者が出てく

ることから、激変緩和措置を設けることを規定していたものであります。 

今回は、この激変緩和措置を平成２０年度も講ずることができるよう規定した「介護保

険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部

を改正する政令」が１２月に公布されたことから､この政令にあわせ平成２０年度において

も保険料負担の激変緩和措置を設けようとするものであります。 

附則第３条の見出しを「平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度における介護保

険料率の特例」に改め、附則第３条に第３項を加え､第３項第１号においては条例本則第３

条第４号に該当し本来であれば、年額４２，０００円の保険料となる者が、税制改正が無

かったとした場合、条例本則第３条第１項に該当し、年額２１，０００円の保険料となる

者は平成２０年度においては保険料を３４，８００円とするものであります。 

以下、第２号と第３号については、年額４２，０００円の保険料を該当する項目に合わ

せ､３４，８００円、３８，２００円とするものであります。 
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第５号から第７号につきましては、条例本則第３条第５号に該当し、本来であれば年額

５２，５００円の保険料をそれぞれ該当する項目に合わせ、平成２０年度の保険料を４２，

０００円、４５，３００円、４８，７００円とするものであります。 

ちなみに、この激変緩和措置の内容につきましては、平成１９年度と全く同様の内容と

なっております。 

以上、訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、その提案理由の説明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課業務監。 

○企画財政課業務監（森谷清和君） 続きまして、議案書の９０ページお開きいただきた

いと思います。 

議案第２１号について提案説明申し上げます。 

議案第２１号 訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例の制定について、訓子府町ふるさ

とおもいやり寄付条例を次のように制定しようとするものであります。 

説明のところにも記載しておりますが、この条例は、町民だけでなく町外の方も含め、

本町のまちづくりに共感いただける多様な方たちが寄付行為という形でまちづくりに参加

し、寄付者の社会的投資を具体的に実現することができる制度をつくろうとするもので、

新たなまちづくり手法のひとつとして運用するとともに、税制改革においても個人住民税

における寄付金税制の拡充、またふるさと納税制度への対応に向けた取り組みにもなるも

のと考えております。 

それでは、条文の説明を行いますので、議案書の９１ページをお開きいただきたいと思

います。 

この条例では、はじめに前文を設け、この条例を制定するにあたっての基本的な姿勢と

決意を表明しております。３行目からご覧いただきたいと思いますが、「これからも先人た

ちの尊い精神を受け継ぎ、訓子府町に思いを寄せるさまざまな人たちがまちづくりに参加

できる訓子府町らしい新たな自治を展開し、いつまでも希望のもてる活力に満ちたまちづ

くりを推進するため、この条例を制定する」旨、規定しています。 

第１条では、「多様な人たちが寄付行為を通じて、まちづくりに参加し、寄付者の社会的

投資を具体化することにより、特色あるふるさとづくりに資すること」を目的に規定して

います。 

第２条につきましては、社会的投資を具体化するための事業として第１号から４号まで

に規定し、寄付者自らが寄付金の使途を指定いただくことで参加意欲を高めることとして

います。 

第１号の「安心して暮らせるふるさとづくり事業」は、主に福祉分野の事業。 

第２号の「元気な人を育てるふるさとづくり事業」は、主に子育てや教育分野の事業。 

第３号の「豊かな環境と資源を活かしたふるさとづくり事業」は、主に環境や農産物・

地域エネルギーなどの資源活用分野の事業。 

第４号の「その他、特色あるふるさとづくりに関する事業」は地域経済の活性化や定住

促進などにつながる事業と大きなくくりで４つの事業を規定しております。 

なお、寄付を募るにあたっては、さらに具体的な事業を示しながら取り組んでいくこと
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としております。 

次に、第３条では、寄付金を適正に管理するため「訓子府町ふるさと思いやり基金」を

設置する旨、規定しています。 

第４条第１項では、寄付者が自らの意志で寄付金を財源として実施する事業をあらかじ

め指定できる旨を、同条第２項では、事業の指定がない寄付金については、町長が事業指

定できる扱いとする旨、規定しています。 

第５条では、第３条に定める基金の積み立て、処分、運用にあたっては、寄付者の意向

に十分配慮する旨、規定しています。 

次に、第６条では、基金に積み立てる財源は、寄付金とすることを規定しています。 

第７条、第８条は、他の基金同様、「基金の管理」、「運用益金の処理」についてそれぞれ

規定し、第９条では、基金は、第２条各号に定める事業に要する費用に充てる場合に限っ

て、全部又は一部を処分することができる旨、規定しています。 

第１０条では、毎年度の終了後３ヵ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告

するとともに、公表し、透明性を確保することを規定しています。 

第１１条では、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則等で定める旨規定

しています。 

本条例には規定していませんが、寄付金は小額寄付にも対応するため、一口５千円を原

則とし、基金の処分を行った場合は、事業への充当結果を寄付者に報告するなどの扱いを

規則で定めることとしています。 

最後に附則では、この条例は公布の日から施行する旨規定しています。 

以上、議案第２１号 訓子府町ふるさとおもいやり寄付条例の制定について、提案説明

させていただきました。ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 町民課長。 

○町民課長（中山信也君） 議案第２２号 町税条例の一部を改正する条例でございます。 

議案書の９３ページから始まるものですが、議案書の１００ページの新旧対象表と別紙で

お渡ししています「町税条例の一部を改正する条例の概要」をもとにご説明したいと思っ

ております。 

 今回の改正は、おおまかには２点の改正となってございます。１点目は、後期高齢者医

療制度の創設に伴う国民健康保険税からの後期高齢者支援金等の課税に係るものと、２点

目は国民健康保険税の６５歳以上の世帯の特別徴収に係るものでございます。それでは、

ご説明申し上げます。 

 第１４２条第１項は、後期高齢者医療制度に伴う国保税からの後期高齢者支援金等に係

る文言の追加となるものでございます。第２項は、国保税の課税限度額を５６万円から４

７万円に引下げ、第３項は、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を１２万円とするも

のでございます。 

 第１４３条第１項は、国保税に係る所得割額を１００分の７.０から１００分の５．６と

し、第１４４条は、国保税に係る資産割額を１００分の３０から１００分の１０とするも

のです。 

 第１４５条は、国保税に係る被保険者均等割額を３１，０００円から２９，０００円に、

第１４５条の２は、（国保税に係る）世帯別平等割額を３１，０００円から２９，０００円
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とし、特定世帯においては、１４，５００円とするものです。なお、特定世帯とは、特定

同一世帯所属者が国民健康保険被保険者の資格を喪失した方で、喪失した前日に属する月

以後５年間を特定世帯ということになります。後の第１４７条の３の後期高齢者支援金の

世帯別平等割及び第１６３条の国保税の減額においても同様の扱いとなりますのでお願い

いたします。  

 第１４６条は、後期高齢者支援金等課税額の所得割額を１００分の１．４とし、第１４

７条は、資産割額を１００分の２０とするものでございます。 

 第１４７条の２は、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額を１人について

３，０００円とし、第１４７条の３は、世帯別平等割額を３，０００円に、特定世帯を１，

５００円とするものです。 

第１４８条、１４９条、１４９条の２、３は、第１４２条第３項が追加されたことによ

り対象規定が変更となるものでございます。 

第１５１条は、国保税の徴収を特別徴収と普通徴収とするものでございます。 

第１５２条の納期については、普通徴収におけるものとなります。 

第１５４条第１項及び第２項は、国保税の特別徴収の対象者となる方の規定で、納入義

務者が老齢等年金給付の支払を受け、６５歳以上の被保険者である世帯主の場合となるも

のでございます。 

第１５５条は、特別徴収義務者の指定です。 

第１５６条は、特別徴収をした税額の納入義務に関する規定で、徴収した月の翌月１０

日までとするものでございます。 

第１５７条は、被保険者の資格喪失等の場合の通知に関する規定で、第１５８条は、既

に特別徴収対象被保険者であった方の仮徴収、第１５９条は、新たに特別徴収対象被保険

者となった方の仮徴収の規定でございます。 

第１６０条第１項は、特別徴収の対象でなくなった場合には普通徴収の方法により、第

２項は、被保険者から徴収すべき税額を超える場合は、未納に係る徴収金に充当する規定

でございます。 

第１６３条は、国保税の減額の規定で国保税の課税限度額の変更に伴うものと後期高齢

者支援金等課税額の追加によるものでございます。 

第１号、（ロ）は、国民健康保険被保険者に係る世帯別平等割額を２１，０００円から２

０，３００円に、特定世帯は１０，１５０円とするものです。（ハ）は、後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額を２，１００円とし、（ニ）は、（後期高齢者支援金等課税額

の）世帯別平等割額を２，１００円、特定世帯は１，０５０円とするものです。（ホ）は、

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額を１人につき４，２００円を４，９００

円とするものです。 

第２号、（ロ）は、国民健康保険被保険者に係る世帯別平等割額を１５，０００円から１

４，５００円に、特定世帯は、７，２５０円とし、（ハ）は、後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額を１人につき１，５００円、（ニ）は、世帯別平等割額を１，５００円、

特定世帯は７５０円とするものです。（ホ）は、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額を一人につき３，０００円を３，５００円とするものです。 

次に、条例附則の改正です。 
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第２０条の１、２、３、４は、平成１８、１９年度における公的年金等所得に係る減額

の特例、所得割額算定の特例の規定を削るものでございます。 

第２０条、２１条、２２条、２３条、２３条の２、３、第２４条、２４条の２、３、４、

５については、「特定同一世帯所属者」の文言の追加及び関連規定の変更に伴うものでござ

います。 

附則でございます。 

１号の施行期日は、平成２０年４月１日から。 

２号は、新条例の適用は平成２０年度分から。 

３号は、第１５９条の「新たに特別徴収対象被保険者となった者の仮徴収」の規定は、

平成２０年度からとするものです。 

４号は、経過措置として、平成１９年１０月１日現在、６５歳以上で老齢等年金給付を

受けている被保険者である世帯主については、４月１日から９月３０日までの間、特別徴

収対象年金が支払われる場合には、国保税として支払回数割保険税額の見込額として特別

徴収ができること。 

５号は、４号の算定方法となってございます。 

○８番（山本朝英君） 目を離してるうちに、どこまでいったんだか分からなくなったの

で、たまにページ数言ったりしてもらえれば助かるんですけど、すみませんね。 

○議長（橋本憲治君） 附則からもう１回。 

○町民課長（中山信也君） それではすいません。９８ページの下の方の附則のほうから

いきます。 

１号の施行期日は、平成２０年４月１日からということでございます。 

２号は、新条例の適用は平成２０年度分から。 

３号は、第１５９条の「新たに特別徴収対象被保険者となった者の仮徴収」の規定は平

成２０年度からとするものです。 

４号は、経過措置として、平成１９年１０月１日現在、６５歳以上で老齢等年金給付を

受けている被保険者である世帯主については、４月１日から９月３０日までの間、特別徴

収対象年金が支払われる場合には、国保税として支払回数割保険税額の見込額として特別

徴収ができること。 

５号は、４号の算定方法となってございます。 

以上、町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご

決定をくださいますようお願い申しあげます。 

○議長（橋本憲治君） 幼稚園・保育所事務長。 

○幼稚園・保育所事務長（菅野 宏君） それでは、議案書の１１５ページをお開き願い

ます。 

議案第２３号 訓子府町立 幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明させていただきます。 

訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和５２年条例第１８号)の一部を改正する条例を

次のように制定しようとするものであります。 

記、以下をご説明いたします。 

訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 
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訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和５２年条例第１８号)の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「８，６６０円」を「８，８６０円」に改めるものでございます。 

新旧対照表を１１７ページに記載しておりますので、あわせてご覧いただきたと思いま

す。 

改正の理由としましては、幼稚園の保育料及び入園料につきましては、以前から、地方

交付税における基準財政収入額の積算基礎額を基に、徴収しているところでございますけ

れども、保育料分の基準財政収入額の積算基礎額が、改正されましたことから条例を改正

しようとするものであります。 

なお、保育料につきましては、本町の場合には、保育料分として６，１００円と給食費

分として、２，５６０円、合わせて月額８，６６０円を徴収しておりますが、この保育料

分の積算基礎額が２００円増額となりましたので、保育料分を６，３００円とし、給食費

分を加えて月額８，８６０円とするものでございます。 

１１５ページに戻りまして、記以下の４行目になりますけれども、「別表第２を次のよう

に改める。別紙。」でありますが、先ほどの１１７ページの新旧対照表をご覧いただきたい

と思います。 

別表第２、預かり保育料徴収額表でございますけれども、平成１９年度分から税源移譲

により、所得税額が約２分の１になることに伴い、現行の保育料収入も減少することを避

け、現行どおりの保育料収入とするため、この階層区分の税額を見直し、条例を改正しよ

うとするものでございます。 

したがいまして、保護者の負担を多くするための改正ではありませんので、ご理解をお

願いいたします。 

新旧対照表の右の現行の表と、左の改正案の表を見比べていただきたいのですけど、現

行の階層区分、第５階層の１７，０００円未満を、左の改正案では、２分の１の８，５０

０円未満に、第６階層においても８０，０００円未満を４０，０００円未満にします。 

なお、第８階層の現行２０万円未満以降の、第９・１０階層は税額が変わるため単純に

２分の１にはならないことをご了解願いたいと思います。 

 なお、附則ですけれど、１１５ページに戻っていただきまして、この条例は、平成２０

年４月１日から施行するものでございます。 

以上、訓子府町立幼稚園保育料等 徴収条例の一部を改正する条例の制定について、ご説

明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますよう よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案第７号 平成２０年度 訓子府町一般会計予算につい

て、提案説明をいたします。 

内容につきましては、事前にお配りしております「各会計予算案説明資料」と「予算書」

の２冊によって説明させていただきます。 

なお、説明の中で、前年度あるいは昨年度と表現する部分につきましては、平成１９年

度を、本年度と表現する部分につきましては、平成２０年度を指しておりますので、その

ようにお聞き取り願いしたいと存じます。 

また、前年度の予算額につきましては、当初予算は骨格予算でありましたので、町長選
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挙後の政策予算を盛り込んだ６月補正後の額を、予算書や説明資料に記載しておりますの

で、この点も含めてご理解をいただきたいと思います。 

それでは、はじめに説明資料をご覧いただきたいと思います。 

１ページは、予算編成の基本に触れておりますが、本町の歳入の半分を占める普通交付

税について、本年度においては地方の財源不足を補うための特別枠として「地方再生対策

費」が創設される見込みとなっておりますが、実質的な伸びが期待できない状況にある一

方で、公債費やこれに準ずる債務負担行為に係る償還費が高い水準で推移しておりますの

で、依然として厳しい財政運営が続くといえるかと思います。 

こうした中で、本年度の予算編成に当たりましては、各種施策の見直し、特に公共施設

の維持管理の見直しを行い、経常経費の縮減に努めながら、一方では町民生活に与える影

響に配慮しつつ、最少の経費で最大の事業効果を上げることを基本に進めてまいりました。 

 この結果、本年度の一般会計の予算総額は、３８億７，５７０万円となっており、前年

度予算と比較し、３.４％の減という結果になってございます。 

その款毎の予算額と伸び率につきましては、５ページのとおりでありますが、歳出では、

４款、衛生費において、医療制度の改正に伴う老人保健特別会計繰出金の減などによりマ

イナス３５.５％と大きく減少しており、逆に、土木費では、末広団地の改修工事や定住促

進空き家活用事業による住宅改修工事に着工することなどから１８．８％の増となってい

るのが特徴と言えます。 

 ８ページには、人件費の資料を載せておりますが、下の方の合計欄の、右から４列目に

ありますように、本年度は８億１，４０５万８，０００円が一般会計と特別会計の人件費

総額でありまして、前年度対比で５，０５２万６，０００円の減ということになってござ

います。 

これは、町長給料の減額や副町長を置かないことによる特別職給与の減のほか、本年度

は退職者に係る退職手当組合負担金の精算金がないことなどによるものでございます。 

 次に９ページをご覧願いたいと思います。 

この表は、基金の保有状況を一覧にしたものでありますが、表の下から４段目の一番右側

にありますように、本年度末の基金保有見込額は、一般会計の計で１７億１，３５９万２，

０００円となる見込みでございます。 

 １０ページからは投資的事業として、１５ページからは補助奨励費を、２０ページから

は扶助費の内訳と事業の内容を、一覧にしておりますので、ご覧いただきたいと思います。    

また、５１ページ以降には、事業箇所図を添付しておりますので、それぞれご覧をいただ

くこととし、予算書における説明はこれら資料の内、新規事業など特別なものについての

み説明をさせていただきますのでご了承いただきたいと存じます。 

 それでは、予算書によって説明をさせていただきますので、予算書の２ページをお開き

ください。 

議案第７号 平成２０年度 訓子府町一般会計予算でありますが、平成２０年度訓子府町

の一般会計の予算は、次に定めるところによる。としまして、第１条では予算総額を３８

億７，５７０万円としております。 

また、第２項では歳入歳出予算の款項の区分及び金額は、次のページから１２ページに

あります「第１表 歳入歳出予算」によることを規定しておりますが、これについてはご覧
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をいただくこととし、その内容については、後ほど、１７ページ以降の事項別明細書で説

明をさせていただきます。  

 ２ページに戻りまして、第２条と第３条は債務負担行為と地方債について定めておりま

すが、これについては、別表によって説明をさせていただきます。 

 第４条では、金融機関から借り入れすることができる一時借入金の限度額を、昨年と同

額の１０億円と定めてございます。 

 次に、１３ページをお開き願いたいと思います。 

第２表は、本年度の債務負担行為について、ご承認をいただこうとするものであります

が、本年度は４項目ございます。 

まず、１項目目の季節労働者の生活資金につきましては、その貸付金の利子補給と損失

補償で、期間は２ヵ年度でございます。 

 次に、２項目目の農業経営基盤強化資金の利子補給につきましては、平成４５年度まで、

毎年度の融資平均残高に対し、利子補給率を乗じて得た額を限度としてございます。 

 次に、３項目目にあります、気象災害対策資金利子補給につきましては、昨年の降雹
こうひょう

被

害農家に対するものであり、平成２９年度までの１０年間の利子を限度とし、補給しよう

とするものでございます。  

 次に４項目目にあります、訓子府高等学校入学生通学支援対策事業については、総額１，

４４０万円を限度額とし、期間は本年度から平成２２年度までとしてございます。 

 次、１４ページは、第３表 地方債でございます。本年度に予定しております１１件の事

業等に係る地方債の借入限度額について定めるものでありますが、本年度は総額で２億２，

９２０万円にしようとするものでございます。 

 １５ページと１６ページについては、歳入歳出の款別の予算額を掲載してありますので、

これは、ご覧をいただきたいと存じます。 

 １７ページからは、事項別明細書になりますが、歳入歳出とも特徴的な部分についての

み説明をさせていただきますのでご了承いただきたいと思います。 

それでは、歳入の説明に入ります。まず、１７ページの町民税の１目、個人では、均等

割で、昨年度、減額計上しておりました老年者非課税措置分がなくなったほか、所得割に

おいては、税率を６％とし計上したほか、所得税との調整が生じる住宅ローン控除分とし

て１７１万５，０００円を減額計上してございます。その結果、現年課税分総額では、前

年度より約３，７００万円少ない２億２，６９０万２，０００円の計上となっております。 

 次に、１８ページにまいりまして、１目の固定資産税では、総額は前年度とほぼ同額と

なっておりますが、日本郵政公社が民営化されたことによりまして、昨年度まで２目の国

有資産等所在市町村交付金及び納付金に計上しておりました日本郵政公社納付金を、本年

度は１目の固定資産税として課税し、そのうえで説明欄の中ほどに記載してありますよう

に、日本郵政公社減免として２分の１の額を減免してございます。 

 次に、２０ページにまいりまして、町たばこ税では、販売本数の減少が見込まれること

から昨年度より２４０万円ほど少ない３，６４２万９，０００円の計上となっております。 

 ２３ページの地方譲与税と次のページの地方道路譲与税、そして、２９ページの自動車

取得税交付金につきましては、この３月３１日で期限切れとなる道路特定財源の暫定税率

が延長されるものとして、国の地方財政計画に基づき計上しているものでございます。 
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 次に、３１ページの特別交付金につきましては、国の地方財政計画と前年度の決算見込

額を基に前年より５５０万円少ない１００万円を計上しております。 

 次に、３２ページの地方交付税についてでございます。まず、普通交付税につきまして

は、地方再生対策費のほか、各種補正係数や単位費用の改定などを考慮し、前年度同額の

１７億９，０００万円を計上したほか、特別交付税としては過去の実績等を基に１億４，

０００万円を計上してございます。 

これにより、地方交付税の予算額は、１９億３，０００万円となり、歳入総額の約５０％

を占めるということになってございます。 

 次に、３４ページの農業費分担金でございます。 

これにつきましては、３地区の畑総事業に係る面事業の関係もあり、総額で昨年度より

約１，１００万円減の６，２４７万５，０００円の計上となっております。なお、これに

ついては、北海道との事業調整により今後、大きく変動することが見込まれるものでござ

います。 

 次に、３５ページにまいりまして、１目の民生費負担金につきましては、説明欄に記載

の事業の利用実態を基に、昨年より１４０万円ほど少ない１，８７２万３，０００円を計

上しております。 

また、２目の農林水産業費負担金では前年より１８０万円ほど増となっておりますが、

これは説明欄にあります道営畑総事業３地区分の負担金が増加していることによるもので

ございます。 

次に、３６ページの使用料にまいりまして、２目、民生使用料の２節、温泉保養センタ

ー使用料につきましては、入浴客数の回復が見込めない状況が続くものとの判断から、前

年度より８０万円ほど少ない１，５３４万２，０００円の計上となってございます。 

次に、３８ページの手数料にまいりまして、２目、衛生手数料の一番上、廃棄物処理手

数料につきましては、前年度までの経過や実績を参考にし、前年度より１５０万円ほど少

ない１，４９５万５，０００円を計上してございます。 

次に、３９ページの民生費国庫負担金にまいりまして、１節、社会福祉費負担金にあり

ます障害者福祉費負担金と障害者自立支援医療費負担金につきましては、説明欄に記載し

ているとおり、各事業の歳出予算の２分の１の額を計上したものでございます。 

また、一番下の障害児を育てる地域の支援体制整備事業負担金７９万５，０００円につ

きましては、本年度限りの新規事業として実施する障害者支援体制整備事業、歳出の１０

４ページ、経費区分１６で計上しております障害児支援用備品に対応するものであります。

これについては、国庫１００％の事業でありますので、歳入歳出同額の計上となってござ

います。 

３９ページに戻りまして、２節から６節までは児童手当に係る負担金でありまして、負

担率は説明欄に記載のとおりであります。また、７節、保険基盤安定負担金につきまして

は、国保事業の保険者支援分として交付されるものであり、道費負担金と合わせて国保会

計に繰り出しするものでございます。 

次に、４０ページにあります衛生費国庫負担金につきましては、前年度まで健診等に係

る保健事業費負担金を計上しておりましたけれども、老人保健法が廃止され、健康増進法

に移行されたことに伴いまして、廃目としてございます。 
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次に、４１ページにまいります。一番上の１目、民生費国庫補助金では、１節、社会福

祉費補助金において、昨年は障害福祉事務電算処理システムの開発費用分の補助金があり

ましたので、前年度より１２５万円ほどここでは減額となってございます。 

次に、２目の土木費国庫補助金では、公営住宅の改修工事着工等に伴う公営住宅整備事

業費補助金の増や定住促進空き家活用事業に対する補助であります、過疎地域集落等再編

整備事業補助金の新規計上によりまして、２節、住宅費補助金が前年より大きく伸びてい

るということでございます。 

次に、一番下の衛生費国庫補助金につきましては、後期高齢者医療制度創設準備事業の

終了に伴い廃目としております。また、これと連動して４４ページにあります衛生費道負

担金も廃目としております。 

次、４２ページにまいりまして、１目の総務費委託金につきましては、本年度は参議院

議員選挙委託金がありませんので、大きく減少してございます。 

次、４３ページにまいりまして、民生費道負担金の１節、社会福祉費負担金にあります

３項目目の障害者福祉費負担金２，４００万６，０００円の計上につきましては、国庫負

担金と同様、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に対するものであり、説明欄に

記載しておりますとおり、道の負担率は４分の１となってございます。 

その下の２節から５節につきましては、児童手当に対する道の負担金でございます。次

のページにまいりまして、６節の国民健康保険基盤安定負担金では、前年より６００万円

ほど減となっておりますが、これにつきましては、国保税の低所得者軽減額の減少が見込

まれることが大きく減少しているということでございます。 

次に、７節、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金につきましては、本年度より始まりま

す後期高齢者医療制度においても、国保と同じように保険税の低所得者軽減が設けられま

すが、この軽減額の４分の３が道から拠出金として交付されるという内容のものでありま

す。  

この拠出金と残りの町費負担分、４分の１を加えた１，１３５万６，０００円については、

事務費と合わせて、後期高齢者医療特別会計に繰り出しすることになっているものでござ

います。 

次、４５ページの道補助金にまいります。１目の総務費道補助金では、町有林と保安林

の造林事業の減少に伴い、森林環境保全整備事業補助金が前年より２８０万円ほど減とな

ってございます。 

次に、２目、民生費道補助金の１項、社会福祉費補助金では、３項目目にあります老人

医療特別対策事業の廃止に伴いまして、３月診療分１月分に係る補助金を計上している関

係上、昨年度より大きく減少しているということでございます。 

また、一番下にあります介護サービス利用者軽減事業費補助金４万５，０００円につき

ましては、前年度の３分の１の計上となっております。これは本年７月の給付審査分をも

って補助制度が廃止されるものでありまして、４か月分の計上となってございます。なお、

これに連動して、歳出１０７ページの経費区分７、高齢者在宅サービス事業の２０節、扶

助費の一番下にあります高齢者介護サービス利用者負担軽減措置費についても、同様に７

月審査分までの４ヵ月分の計上ということになっておりまして、これも昨年度より減とい

うことでございます。 
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その他の事業につきましては，説明欄に詳細を記述しておりますので、ご覧をいただき

たいと思います。 

 次に、４６ページにまいりまして、３目、衛生費道補助金につきましては、新たに計上

するものでありますが、健康増進法に基づき実施する健康教育や健康相談事業等に対する

ものであり、補助基準額の３分の１の額を計上してございます。 

 次に、４目、農林水産業費道補助金の１節、農業費補助金では、昨年度計上しておりま

した米の生産調整円滑化推進事業費補助金が廃止されたほか、公社営畜産担い手育成総合

整備事業に係る草地担い手育成支援特別対策事業補助金として、対象事業約７，９００万

円の１５％の額に附帯事務費分を加えた１，２１５万３，０００円の計上が特徴的なもの

といえるかと思います。 

 また、２節、林業費補助金では、２１世紀北の森づくり推進事業費補助金が昨年度より

増加しておりますが、これは、昨年度の予算で一部、推進交付金化されることを前提に減

額しましたけれども、最終的には全額補助金になりましたので、本年度はここに当初から

組み替えて計上した関係上、増額となっているものでございます。 

 次に、５目、教育費道補助金につきましては、新規の計上でありますが、子ども放課後・

週末活動推進事業で実施しております竹の子クラブの運営やみつばちクラブへの補助金等

に対する補助金でありまして、昨年度は補正予算で対応させていただいたものであります。 

 本年度は、昨年度からの継続事業のほか、新たな取り組みとして放課後子どもプラン運

営委員会を設置し、この事業のより効果的な運営に努めていくこととしたものでございま

す。なお、補助率は道費１００％となっているものでございます。 

 次、４７ページにまいりまして、１目、総務費委託金の２節にあります道民税徴収委託

金につきましては、前年度より３５０万円ほど増となっております。この委託金につきま

しては、徴収取扱い件数を基に交付されていたものでありますが、税源移譲に伴う所得税

との調整措置として、前年度に納付した道民税に還付金が生じる場合がありまして、その

還付金相当額が徴税費委託金として新たに道から交付されるというものでございまして、

増額になったものであります。 

 ここで、８８ページの歳出、賦課徴収費の２３節、還付金及び還付加算金をご覧いただ

きたいと思います。前年度の予算５０万円に対し７５０万円増の８００万円の計上となっ

ております。これについても税源移譲により町道民税の還付金の増ということでございま

す。この中には、先ほど説明しました道からの委託金で補填される道民税分の還付金が含

まれております。これと連動しているものだということでございます。 

 ４７ページに戻りまして、２目、民生費委託金にあります地域人権啓発活動活性化事業

委託金１００万円につきましては、新規の計上でありますが、予算書１０４ページの経費

区分１５、地域人権啓発活動事業に対応しておりまして、いじめ問題や児童生徒の人権問

題に関する講演会の開催費用などに対する道の補助金であるということでございます。 

 次、４８ページをご覧いただきたいと思います。１目、財産貸付収入のうち、町有住宅

貸付料につきましては，町職員や教員住宅の貸付料でありまして、予算見積時の入居実態

により計上したものでございます。また、土地貸付料では新たにふるさと銀河線用地の貸

付が開始されることから増額となっているものでございます。 

 次、４９ページにまいりまして、２目、財産売払収入の２節、構築物売払収入１，７５
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７万１，０００円の計上につきましては、公社営畜産担い手育成総合整備事業により整備

し、農業者に売払いする畜産農業施設の売払代金として計上しているものであります。 

 次に、その下の物品売払収入につきましては、昨年は不用車両の売払収入を計上してい

たものでありますので、本年度は廃目としてございます。 

 次、５０ページにまいりまして、２目、総務費寄付金で、新たにふるさとおもいやり寄

付金として１万円を計上しております。これにつきましては、先に提案説明をいたしまし

たふるさとおもいやり寄付条例に対応するものでありまして、予算としては、２口分を科

目計上させていただいたということでございます。 

 次、５１ページにまいりまして、基金繰入金につきましては、本年度予算における不足

財源に充てる財政調整基金の繰入金１億７，８１８万３，０００円をはじめ、一番下段に

ありますように、総額では前年度より６，６８０万円ほど少ない、３億５７７万６，００

０円の計上となってございます。 

 次のページにまいりまして、３目の介護保険特別会計繰入金３３９万１，０００円につ

きましては、地域包括支援センターの職員人件費を一般会計で支出していることから、ル

ール計算により介護保険会計から繰り入れするものでございます。 

 次、５７ページの受託事業収入にまいりまして、本年度に新設する１節の後期高齢者医

療広域連合受託事業収入の健康診査受託金につきましては、本来、保険者である広域連合

が行うべき被保険者に対する健康診査を町が受託して行うことになるため計上するもので

あります。予算としては、７５歳以上で治療中の者を除く１０６名分の検診代と郵便料を

合わせた４９万３，０００円を計上してございます。 

 また、２節、畜産担い手育成総合整備事業収入にあります草地整備等事業受託金につき

ましては、公社営畜産担い手育成総合整備事業の受益者である農業者からの草地整備等事

業受託金として２，８４５万５，０００円を計上してございます。 

 次、５８ページにまいりまして、農業生産基盤整備事業推進交付金の持続的農業・農村

づくり促進特別対策事業推進交付金５，２０５万円の計上につきましては、道営畑総事業

の受益者負担金に対する実質的な道費補助分が北海道土地改良団体連合会経由で交付され

るものでございます。 

次に、５９ページにまいります。５目、雑入で、前年度より５９０万円ほど減となって

ございます。その増減の主なものを申しますと、まず、減額になるものとしましては、町

民健康診査負担金が健診体制の変更により９０万円。それと留辺蘂町外２町一般廃棄物最

終処分場建設に伴う交付税配分金というものがございました。歳出の塵芥処理費で計上し

ております一般廃棄物広域処理負担金から控除して納付することに改めたことによりまし

て、これまで組んでいた７０５万７，０００円がこれも減ということになってございます。 

また、新規計上としたものとしましては、中ほどにありますが、本年度、撤去を行うふ

るさと銀河線通信ケーブル等の売払金５０万円、下から３項目目のコミュニティ助成事業

費助成金１３０万円、これは、イベント時の出店用テントの購入費全額に対する宝くじの

助成金でございます。それとその下の北網広域圏組合基金助成事業補助金１４０万円、こ

れは芸術文化公演事業として１００万円、広域問題をテーマとしたセミナーの開催事業分

として４０万円を新規に計上するものでございます。 

 次に、６０ページにまいりまして、町債についてでありますが、１４ページの第３表で
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説明をしましたとおり、１０件分の町債で、合わせて２億２，９２０万円の計上となって

ございます。 

 以上で歳入についての説明を終わらさせていただきます。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

ご苦労さまでした。 

明日は午前９時３０分より再開をいたします。 

散会 午後 ３時１１分 


